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本資料は、広域地方計画に位置づけるプロジェクトに関する東北圏広域

地方計画協議会構成機関による平成２１年３月末時点での検討の概要を

骨子及び説明図表として整理したものであり、今後これを基礎として、

更なる検討を加え、プロジェクトに関する記述内容を中間整理に加えて

いくものである。
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*1 木質ペレット（製材副産物を圧縮形成した固形燃料）を燃料とするストーブ

*2 食料と競合しない繊維素系の生物資源

1１．東北圏のポテンシャルを活かした低炭素・循環型社会づくりプロジェクト

2（１）目的

3自然と共生する社会の実現を図るとともに、環境産業における先進圏域を目指すた

4め、新エネルギー等の積極的な導入や技術開発、良好な森林管理を通じた二酸化炭素

5吸収源などの美しい森林づくりを推進する。さらに、リサイクル産業の振興を通じて、

6我が国における非鉄金属等のリサイクル拠点を形成するとともに、バイオマスの利活

7用を推進し、世界のモデルとなるような低炭素・循環型社会を構築する。

8
9（２）具体的取組

10（低炭素社会構築のための新エネルギー等の導入）

11○新エネルギー等の導入促進のためのビジョン策定

12・独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、経済産業局、農政局、森林

13管理局、地方公共団体等が連携し、地方公共団体において、新エネルギー等に係

14る基礎データの収集、導入・普及のための方針等を検討し、地域特性に応じた新

15エネルギー等の加速度的な導入のためのビジョン策定を推進

16○風力発電・太陽光発電等の導入推進

17・地方公共団体、大学、民間企業の連携による新型小型風力発電や国、地方公共団

18体、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構等の連携による蓄電池併

19設型風力発電の導入を推進

20・経済産業局、各県等が連携し、住宅用太陽光発電の導入を拡大

21・地方公共団体による太陽光発電をはじめとする新エネルギー等の導入促進に向け

22た計画策定や地方公共団体、経済団体等が連携した新エネルギー等の応用技術に

23関わる産業の誘致を推進

24○バイオマス発電の普及、バイオ燃料の製造と利用の拡大

25・国、地方公共団体、民間団体や民間企業の連携により、林地残材や製材所からの

26端材・樹皮等を燃料とした木質系バイオマス発電や木質ペレットを燃料とするペ

27レットストーブ
*1
等の開発と普及を推進

28・農政局、秋田県、新潟県、農業団体等の連携により、ソフトセルロース
*2
等から

29のバイオ燃料の生産と経済的かつ安定的な製造技術の開発を推進し、利用を拡大

30○新エネルギー等導入先進地域の形成

31・北海道・北東北３県の連携により、新エネルギー等導入先進地域の形成を目指し

32た先進的な取組の相互活用を進めながら、地域経済の活性化に結びつく仕組みづ

33くりの検討などを推進

34○新エネルギー等技術開発とエネルギー産業の創出

35・弘前大学の北日本新エネルギー研究センターにおける青森公立大学等の複数大学

36による新エネルギー等の技術開発やエネルギー産業の創出に向けた共同研究を推

37進

38
39（低炭素社会構築のための二酸化炭素吸収源など美しい森林づくり）

40○多様な主体による森林の整備とその支援等の推進
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*1 市民・企業等が自ら排出する温室効果ガスについて、どうしても削減できない部分を他の場所で実現した温室効果ガスの排出削減・

吸収量等を購入すること又は他の場所で排出削減・吸収を実現するプロジェクトや活動を実施すること等により、その排出量の全部又

は一部を埋め合わせるという考え方

*2 消費者から排出される廃棄物を回収して、再資源化するための物流システム

*3 微生物による汚泥の発酵過程で発生するガスで、メタンと二酸化炭素を主成分とする混合ガス

1・北海道・北東北３県の連携により、森林整備に係るボランティア活動等の情報の

2共有、人材育成や活動活性化を図り、多様な主体の参画による森林整備を推進

3・青森県が取り組む企業や NPO 等による森林の整備や保全活動を促すためのフィ

4ールド情報の整備、企画提案、技術支援等の取組を推進

5○林業・木材産業の再生

6・国、全国森林組合連合会等が連携し、緑の雇用対策事業による林業就業者の確保

7・育成や森林管理局、地方整備局、地方公共団体が連携し、建設業等の異業種か

8ら林業への参入を推進

9・地方公共団体、森林組合、民間企業、金融機関等が連携し、地域材の利用拡大に

10取り組む木材・建築関連業者等のネットワーク形成を促進するとともに、地域材

11を活用した家づくりへの支援を推進

12・森林管理局、林業技師会、森林組合等の連携や青森県で取組が進められる低コス

13ト作業路と高性能林業機械を軸とした効率的な作業システムの普及・推進などに

14より、林業・木材産業の再生と担い手の養成を推進

15○森林による二酸化炭素吸収の経済的価値に関する検討等

16・新潟県が取り組むカーボン・オフセット
*1
制度の構築・普及の他、北海道・北東

17北３県の連携などにより、森林の整備と山村の活性化の取組及びこれに資する森

18林の CO2 吸収量に対する経済的価値に関する検討を推進

19
20（循環型社会づくりの推進）

21○非鉄金属等リサイクルの推進とリサイクルネットワークの構築

22・秋田県北部エコタウンを中心とする非鉄金属のリサイクル技術を活かした使用済

23小型電気・電子機器からの非鉄金属の回収と国、地方公共団体、民間事業者、市

24民等が連携した使用済小型電気・電子機器の広域的回収システムの構築を推進

25・経済産業局、環境事務所、地方公共団体が連携し、エコタウンの強みを活かした

26家電・廃プラ・焼却灰・水産加工廃棄物等の各リサイクル拠点の形成を推進

27・国、地方公共団体、リサイクル関連業者等が連携し、各リサイクルポートにおけ

28る情報共有や循環資源の品質保証等の機能付加を図り、リサイクルポートのより

29高度な機能分担や静脈物流*2 ネットワークの整備を通じて、リサイクル産業の活

30性化を推進

31○非鉄金属等リサイクル分野の人材育成・技術開発

32・大学や地元製錬所の連携等による非鉄製錬産業及び資源リサイクル産業の中核と

33なる人材の育成及び研究開発を推進

34○有機資源のリサイクル推進

35・市民、NPO、地方公共団体等が連携した食品残さのたい肥化や飼料化を推進

36・各下水道管理者による下水汚泥の燃料化やたい肥化、消化ガス
*3
を用いた発電、

37リン回収など下水汚泥の有効活用の取組を推進

38・東北バイオマス利活用推進連絡会議による圏民各層へのバイオマスの利活用推進
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1に向けた普及啓発の取組を進めるとともに、バイオマスタウン構想の策定を加速

2化し、未利用バイオマスの新たな利活用による農林漁業・農山漁村地域の活性化、

3競争力ある新たな戦略的産業の育成等を推進

4
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1２．歴史・伝統文化、自然環境の保全・継承プロジェクト

2（１）目的

3北海道・北東北を中心とした縄文遺跡群、岩手県平泉や新潟県佐渡金銀山に代表さ

4れる歴史遺産、特長ある祭りや有形・無形の伝統文化、世界遺産白神山地に代表され

5る貴重な自然環境などの東北が持つ宝を将来にわたり活かし続けるため、積極的な保

6全・継承の取組みを図るとともに、宝を大切に守り育てる人づくり、地域づくりを圏

7域全体で推進する。

8
9（２）具体的取組

10（歴史・伝統文化の保全・継承）

11・地域住民、NPO、地方公共団体、国等の多様な主体の広域的な取組により、各地

12域における伝統文化・芸能等を担う人材の育成を図るとともに、豊かな自然、歴

13史、風土と人々との関わりの中で形成されてきた誇り高い東北固有の文化等を映

14像記録により保存し、次代に伝承

15・森林管理局、市町村、民間団体との連携により、秋田県、新潟県で取り組まれる

16「木の文化を支える森づくり」を推進し、歴史的木造建造物や祭礼行事、伝統工

17芸品等の木の文化を守り、次代に継承するとともに、同取組を圏域各地に展開

18・国営みちのく杜の湖畔公園において、東北各地の人と自然との関わりの中で育ま

19れた自然共生の文化と知恵の学習の取組などを通じ、未来に継承していく体験・

20学習プログラムを市民、ボランティア、NPO、国が一体となって検討・実践

21・地域の歴史・伝統等を反映した人々の活動と、その活動が行われる歴史上価値の

22高い建造物等及びその周辺の良好な市街地環境を官民一体となって維持・継承す

23るとともに、これら文化資源を活かした民間団体の文化振興等による取組への支

24援を通じて、地域の活性化を推進

25・国、地方公共団体、NPO 等との連携により、東北圏に存する日本の近代化に貢

26献した文化遺産を保存・継承

27・岩手県、一関市、岩手大学、関係農家が連携し、世界遺産登録を目指す平泉の文

28化遺産を構成する史跡の一つである骨寺村荘園遺跡内の景観保全農地整備などの

29取組を通じ、水田農業を継続しつつ歴史的な景観を保全・継承

30・早期の世界遺産登録を目指す北海道・北東北を中心とした縄文遺跡群及び佐渡金

31銀山遺跡を関係する道県及び市町村が連携して、保存・継承

32
33（自然環境の保全・再生）

34・地域住民、NPO、地方公共団体、国等の多様な主体が連携・協働し、国立・国定

35公園における保全整備や外来生物の駆除、適正利用を推進

36・国、青森県、秋田県、関係市町村、事業者団体等が連携し、青森県、秋田県によ

37る「十和田湖水質・生態系改善行動指針」に基づき、十和田湖のきれいな水と豊

38かな恵みを次の世代に引き継ぐため、水質改善、水産資源の管理等の取組を推進

39・森林管理局、環境事務所、地方公共団体等の連携により、尾瀬国立公園の生態系

40及び風景の保護のための植生荒廃地における植生復元対策等や公園適正利用のた

41めの環境教育、エコツーリズム等を推進

42・地域住民、事業者団体、地方公共団体等が連携し、猪苗代湖への人為的汚濁負荷

43の流入を削減し、美しい猪苗代湖の自然環境を保全・継承
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1・「白神山地周辺の森林と人との共生活動に関する協議会」による世界遺産白神山

2地周辺地域の保全管理及び「白神山地世界遺産地域連絡会議」等の枠組みによる

3世界遺産白神山地の保護管理を推進し、貴重な自然遺産を保全・継承

4・地域住民、学識者、NPO、地方公共団体、環境事務所等の連携・協働により、ラ

5ムサール条約湿地において、保全体制の構築と生態系を維持しつつそこから得ら

6れる恵みを持続的に活用する賢明な利用を推進し、保全・継承

7・国、地方公共団体、NPO 等の連携による自然再生推進法に基づいた蒲生干潟・

8伊豆沼・内沼の自然再生を推進し、次代に継承

9・江戸時代から植林が行われてきた庄内海岸をはじめ、風の松原（能代市）、屏風

10山（つがる市）など歴史や景観、防災面において価値の高い海岸防風林について、

11多様な主体の連携の下に保全・再生を推進し、次代に継承

12・森林管理局、地方公共団体、地域住民や小学生、ボランティア等が連携し、鳥海

13朝日・飯豊吾妻等の緑の回廊において、自然再生を図るとともに、森林生態系保

14護地域など保護林の適切な管理を行い、エコロジカルネットワークの核として生

15物多様性を確保

16
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1３．日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震等大規模地震災害対策プロジェクト

2（１）目的

3地震・津波災害に対して安全・安心な圏域の形成を図るため、日本海溝・千島海溝

4周辺海溝型地震の特徴である津波防災対策の強化及び避難体制の整備、新潟県中越地

5震、新潟県中越沖地震、岩手・宮城内陸地震等の経験を踏まえた中山間地域・沿岸地

6域の孤立集落等への対応並びに東北圏が一体となった広域連携による震災対策を推進

7する。

8
9（２）具体的取組

10（津波防災対策の強化、津波避難体制の整備）

11○津波被害の防止・軽減対策

12・国、地方公共団体等により、太平洋沿岸地域において、津波防波堤、海岸堤防、

13高潮堤防等の整備、津波発生時における河口・沿岸部の水門等の遠隔操作体制の

14整備、津波・高潮防災ステーションの整備等、被害の防止・軽減策を推進

15・国、地方公共団体、企業が連携し、太平洋沿岸地域における石油・ＬＰＧ等の貯

16留施設の損傷により危険物・可燃物の漏洩・流出の被害拡大防止策や港湾、漁港

17の漂流物対策など、津波に伴う二次災害防止策を推進

18○津波避難体制の整備

19・国、地方公共団体、港湾利用者等が連携し、太平洋沿岸地域等におけるＧＰＳ波

20浪計や沿岸部の潮位計を活用した津波観測網の構築と観測情報の伝達システムの

21整備を推進

22・国、地元自治体等の連携により、道の駅のおける非常用水、非常用電源、各種資

23材備蓄等、防災機能を強化

24・地方公共団体と企業等が連携し、沿岸部ビルの利用、地方公共団体等による防災

25公園の整備等、地域住民、沿岸域労働者、観光客等の津波避難場所確保を推進

26
27（中山間地域、沿岸地域の孤立集落等への対応）

28・地方公共団体により、衛星携帯電話の配備を促進し、孤立集落の通信手段を確保

29・国、地方公共団体等が連携し、震災時に孤立する可能性がある集落の把握及び物

30資供給・救助活動のためのヘリコプター離着場所の確保並びにがけ崩れ危険住宅

31の移転促進の支援など土砂災害の危険性や津波により浸水する可能性が高い土地

32における安全な土地利用への誘導

33
34（広域的な連携による震災対策の推進）

35○揺れに強いまちづくりの推進

36・国、地方公共団体により、堤防、堰、水門、護岸など防災施設及び庁舎、学校、

37医療施設、公民館等様々な応急対策活動や避難所となりうる公共建築物の耐震化

38を推進

39・国、地方公共団体、関係事業者により、道路、港湾、空港、鉄道など交通インフ

40ラの耐震化を推進

41・地方公共団体、関係事業者により、上下水道、電気、ガス、通信などのライフラ

42インの耐震化を推進

43・地方公共団体の助成等により、住宅・建築物の耐震化を促進
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*1 航空機などから地上に向けてレーザパルスを照射し、地上から反射してくる光を受光盤でとらえ、その往復時間によって距離を測定

し、数値標高データなどを取得するシステム

1・地方整備局、地方公共団体により、緊急輸送道路ネットワークの強化、格子状骨

2格道路ネットワーク整備、代替性（リダンダンシー）のある道路交通網を整備

3・地方整備局、地方公共団体により防災活動拠点予定施設マップの作成及び予定施

4設への資機材などの配備

5・地方整備局、地方公共団体、関係企業の連携により、災害発生以降の物流機能の

6確保に向けた事業継続計画（ＢＣＰ）を策定

7○情報の共有及び施策の連携・調整

8・「日本海溝・千島海溝周辺型地震対策東北地区連絡協議会」において平常時及び

9被災時情報の共有並びに応急復旧活動や津波対策等、防災関連施策の連携・調整

10・国、地方公共団体、放送機関により、「防災関連情報の受信に関する協定」等の

11締結による災害発生時のヘリ画像の提供や各種カメラ情報等を共有化

12○災害発生時の支援活動

13・国、地方公共団体、民間事業者、ボランティア等により、災害発生時の応援協定

14等の締結による災害復旧活動、災害情報の収集支援を強化

15・緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）、災害医療派遣チーム（ＤＭＡＴ）、

16広域緊急援助隊、緊急消防援助隊の充実・強化及び自衛隊等防災関係機関との連

17携による効果的な運用

18・県、市町村、社会福祉協議会、ＮＰＯが連携し、災害ボランティアセンターの設

19置・運営に関する連絡体制の整備を推進

20・地方整備局、地方公共団体により、地震に伴う山復崩壊や天然ダム等の被害の早

21期把握及び二次災害防止等の的確な対応のためのレーザープロファイラー*1 調査

22等による基礎データの整備、小型衛星携帯電話や無人化施工機械及びヘリコプタ

23ー等による空輸を想定した施工機械の導入を推進

24・国、地方公共団体により、広域応援のベースキャンプ、物資の集配基地、長期の

25避難地等に活用される広域防災拠点の整備を推進

26・地方整備局、地方公共団体により、海上や空路からの緊急物資や避難者等を輸送

27するための港湾や空港の耐震化等、防災機能の強化を推進

28
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*1 砂防えん堤の通水部にくし状のスリット（切れ目）や、鋼管の格子状構造物を設けるもの

*2 砂の堆積箇所から侵食箇所に対し人工的に砂を移動させることで、砂浜を復元する工法

1４．地球温暖化に伴い高まる自然災害リスクへの適応策プロジェクト

2（１）目的

3東北圏では、地球温暖化がもたらす気候変動による降水量の増加率が高く、また積

4雪量の減少や雪解け時期の早期化が想定されるなど、将来において自然災害リスクが

5高まることが予測されていることから、災害に強い圏域の形成を図るため、「東北圏

6のポテンシャルを活かした低炭素・循環型社会づくりプロジェクト」におけるＣＯ２

7の吸収や排出抑制等の温暖化抑止と併せ、風水害や異常渇水等の自然災害による被害

8を最小とする取組を推進する。

9
10（２）具体的取組

11（高まる風水害等のリスクに対する適応策）

12○風水害等に対する施設整備

13・国、地方公共団体により、堤防、遊水地・ダム等の洪水調節施設、土砂災害防止

14施設、侵食・高潮対策施設の整備を推進

15・地方整備局、地方公共団体により、堤防点検において洪水時に破堤等危険性の高

16いと判断された堤防の優先的改良を推進

17・地方整備局、地方公共団体により、北上川水系等のダムにおいて上流からの土砂

18流入を抑制する貯砂ダム整備による既設ダム容量を確保

19・国、地方公共団体により、老朽化した港湾構造物や海岸保全施設に対し、地球温

20暖化の影響予測を反映した施設の更新を実施

21・進行する海岸侵食に対応する観点から、国、地方公共団体により、砂防えん堤の

22スリット化
*1
、サンドバイパス

*2
等による海岸における土砂移動の連続性の確保、

23海岸保全施設整備による沿岸漂砂の制御等による総合的な土砂管理の取組を推進

24○森林整備・保全による対策

25・国、地方公共団体等により、土砂流出防備や防風、防潮などを目的とした保安林

26の整備保全や治山施設の設置を推進

27○地域づくりと一体となった対策

28・地方整備局、地方公共団体により、河川における災害危険区域条例や土砂災害対

29策としての警戒区域指定等土地利用の規制・誘導、輪中堤や宅地かさ上げ等、連

30続堤によらない治水対策を推進

31・地方公共団体による条例により、災害危険区域に指定された区域における住宅建

32築の規制やがけ崩れ危険箇所からの住宅移転を支援

33・国、地方公共団体により、下水道施設、透水性舗装、公共施設の貯留・浸透施設

34の整備の推進や家庭用雨水貯留浸透施設への支援を実施

35○危機管理対応を中心とした対策

36・地方整備局、地方公共団体により、万が一堤防決壊・氾濫した場合における二線

37堤整備や道路等の既設盛土の活用による氾濫流対策を推進

38・地方整備局、地方公共団体、地域住民により、洪水ハザードマップ、まるごとま

39ちごとハザードマップ等の整備・普及を推進
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1・地域住民等が迅速・的確に避難行動を起こせるよう、地方整備局、地方公共団体

2が雨量・河川の水位・洪水情報・土砂災害情報などをインターネットや携帯電話

3等によりリアルタイムで情報の提供

4・国、地方公共団体が連携し、所有する潮位計やＧＰＳ波浪計等の観測データの一

5元化による情報共有を推進

6
7（渇水リスクの回避に向けた適応策）

8○異常渇水対策のための施設整備と既存施設の活用

9・地方整備局、地方公共団体により、多目的ダムの建設等による安定的な水資源の

10確保、名取川水系における既設ダム群の連携運用による水資源の確保、渇水時に

11備えた多目的ダムの弾力的運用による渇水リスクの軽減を推進

12○水源かん養機能の維持・向上

13・森林管理局、地方公共団体、ＮＰＯ等により、水源地域における治山施設の設置

14や植林・間伐などの森林整備を推進

15○広域連携による渇水対応

16・異常渇水時における国、地方公共団体、利水者による渇水情報連絡会等、渇水対

17策の連絡及び調整体制を整備・強化

18
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1５．豪雪地域の暮らし向上プロジェクト

2（１）目的

3圏土の約８５％が豪雪地帯である東北圏において、近年の豪雪被害を踏まえ、雪と

4共存する地域形成のため、豪雪地域における冬期間の安全・安心・快適な生活と地域

5間の交流・連携を支える雪対策を推進するとともに、雪を貴重な地域資源ととらえた

6取組を促進する。

7
8（２）具体的取組

9（安全で安心・快適な暮らしの確保）

10○安全な暮らしの確保

11・克雪住宅の普及促進、宅地内雪処理対策への補助制度により、雪国定住を促進

12・地方整備局、地方公共団体による市街地の融雪型歩道整備、生活に身近な通学路

13等の歩道整備やバリアフリー化、雪崩予防施設の整備を推進

14・地域コミュニティとの協働による歩道除雪の促進

15○雪下ろし・雪片付け等の負担軽減

16・地方整備局、地方公共団体により、除排雪機能を付加した河川や下水道の整備及

17び消流雪用水の確保を推進

18・平成１８年豪雪被害を踏まえ、雪処理の担い手が不足している地域への地方公共

19団体、ＮＰＯ等による除雪ボランティアの確保および活動を支援

20○産・学・官・民の連携による雪対策

21・「やまがたゆきみらい推進機構」等の産・学・官・民の連携により、克雪技術の

22開発や改良・普及等、雪対策を促進

23○冬期交通ネットワークの確保

24・地方整備局、地方公共団体により、ＩＣＴを活用した適時・適切な道路除排雪を

25推進するとともに、雪みち情報を発信

26・道路管理者間の除雪区間の調整による効率的な道路除雪の推進

27・国、地方公共団体により、防雪施設・消融雪施設の整備、冬期通行不能区間の解

28消のための道路改良・防雪施設整備を推進

29
30（雪を貴重な地域資源ととらえた取組）

31○雪氷熱エネルギーの導入促進

32・岩手県八幡平市における雪冷房りんどう培養育苗生産施設等、生産施設への雪氷

33熱エネルギーの導入を促進

34・山形県川西町における複合文化施設「フレンドリープラザ」の雪冷房等、文化施

35設への雪氷熱エネルギーの導入を促進

36・新潟県等において、住宅への雪冷房の普及、導入を支援

37○雪を付加価値とした商品開発

38・雪室貯蔵の米、野菜、花き、果物、雪中熟成の日本酒等、雪を付加価値とした商

39品開発・販売を支援

40○冬の魅力発信による冬期観光の活性化

41・五所川原市における津軽鉄道ストーブ列車・雪国地吹雪体験プログラム、福島県

42金山町における雪下ろし体験ツアーなど地域協議会等により、東北の冬の日常を

43体験する観光プログラムを開発
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1・みちのく五大雪祭り推進協議会による北東北における冬の祭り情報の発信や東北

2観光推進機構等により、冬季スポーツ、雪と温泉をテーマにした観光プロモーシ

3ョン活動などの冬の各種イベント情報等を発信

4・八甲田山や山形蔵王等の樹氷、下北半島における寒立馬の越冬放牧等、景観や自

5然環境を保全しつつ、美しく魅力ある冬の観光地づくりを促進

6
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1６．都市と農山漁村の連携・共生による持続可能な地域構造形成プロジェクト

2（１）目的

3東北圏の中小都市及びその周辺の農山漁村において、持続可能で利便性の高い地域

4及び都市の形成を図るため、都市機能を集約・高度化するコンパクトな都市づくりを

5推進するとともに、都市と農山漁村が保有している地域資源やサービス等を相互に活

6かしあう関係を構築させ、併せて都市間で機能を相互に補完・分担しあう地域構造形

7成に取り組む。

8
9（２）具体的取組

10（都市の連携による都市機能の効率的利用）

11○都市機能の補完・分担

12・市町村間における介護・医療施設など福祉・医療サービス等の提供に係わる連携

13を推進

14・市町村間における運動公園や図書館等の共同利用など教育、文化施設等の利用に

15係わる連携の検討を推進

16・市町村間における公共施設等の休館日の調整等に係わる検討を推進

17○都市間連携による地域活性化

18・複数の市町村が連携して、広域的な観光案内などによる圏域の特性を活かした地

19域づくりを推進

20
21（都市と農山漁村の連携と共生した関係の再構築）

22○農山漁村保全や市街地拡大の抑制に向けた適正な土地利用計画の推進

23・農地の無秩序な開発を抑制するためのガイドライン等の作成による優良な農地の

24確保や、まちづくり条例等による大規模な商業施設等の適正配置など、都市と農

25山漁村における適正な土地利用を推進

26○都市と農山漁村の連携、共生と交流の促進

27・農山漁村の持つ景観、食材、伝統文化などを活用したグリーン・ツーリズムやシ

28ョートステイ施設等への廃校の有効活用などにより、体験・交流を促進

29・農業協同組合等による学校給食・社員食堂等への地場農林水産物等の供給などに

30より、都市と農山漁村の連携を促進

31・産地直売所・道の駅を活用したイベント情報の提供や地場農林水産物等の販売な

32どにより、農山漁村の活性化を促進

33・農山漁村での子どもたちの長期宿泊体験活動を通じて、豊かな人間性や社会性の

34育成を促進

35・ＦＩＴ地域（福島県、茨城県、栃木県の県際地域）において、都市と連携した二

36地域居住の促進により広域交流を形成

37
38（地域間を結ぶインフラ整備と公共交通の確保）

39○都市間・都市と周辺農山漁村を結ぶ交通ネットワークの構築

40・幹線道路及び生活道路等の一体的な整備や既存道路の長寿命化の推進などによ

41り、都市と農山漁村の連携や都市間連携を支援

42○情報通信ネットワークの構築

43・国・地方公共団体等が連携し、ケーブルテレビ等の施設の共用、光ケーブル網の
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1整備による携帯電話等の不感地域の解消など、情報通信ネットワークの整備推進

2とその活用を通じて地域の連携を支援

3○地域住民の生活の足となるバス・鉄道・航路等の公共交通の確保

4・地域住民や NPO 等の多様な主体の連携により、デマンド型乗合タクシー等の導

5入を推進

6・スクールバスへの一般住民の相乗りや空き時間を利用した循環バスとしての運

7行、フリーの乗り降り等、公共交通における有効活用を推進

8・隣接市町村間におけるコミュニティバス等の相互乗り入れ運行など、路線バスの

9維持確保に向けた取組を推進

10・地域住民やまちづくり団体、観光地等と連携した観光ルートの創設や企画列車の

11計画などにより集客力を向上させ、鉄道・航路等の公共交通の維持確保に向けた

12取組を促進

13
14（都市機能の集約・高度化による効率的でコンパクトな都市づくり）

15○中心市街地の活性化

16・指針、ビジョン等の策定を通じて、コンパクトな都市づくりを推進

17・経済産業局、地方整備局、地方公共団体が連携し、中心市街地活性化基本計画に

18基づく中心市街地活性化の取組を推進

19・経済産業局、地方整備局、地方公共団体、民間事業者が連携し、市街地再開発等

20による病院等の公共施設及び都心居住住宅等の複合施設などの整備を推進

21・シビックコア事業による都市機能のまちなか集積を推進

22・地元の偉人を活用したまちづくりや緑の回廊等のシンボルロードの整備により、

23特徴的なまちづくりを推進

24・情報バンク制度を活用した空き店舗や空き家の利用、空き店舗入居者に対する助

25成制度などにより、既存ストックの有効活用を促進

26・まちづくり会社が行う不動産の所有と利用の分離手法を用いて、中心商店街再生

27化の取組支援を促進

28・民間事業者の商業施設整備やイベント事業等の開催などにおいて、多様な主体の

29連携により、中心市街地の活性化を促進

30○関係機関連携による効果的な支援

31・中心市街地活性化の効率的かつ効果的な実現に向け、関連する部局（まちづくり、

32商工、福祉等）が連携し、支援体制を構築

33
34
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1７．地域医療支援プロジェクト

2（１）目的

3医師不足や医師の偏在等により地域医療が危機的状況である中、中山間地域等の条

4件の厳しい地域での医療体制の整備による持続可能な地域社会の実現を図るため、医

5師の確保に向けた支援を推進するとともに、ドクターヘリを活用した救急医療体制や

6県域を越えた救急搬送体制、遠隔医療体制の構築、がん医療の均てん化を推進する。

7
8（２）具体的取組

9（医師確保対策の推進）

10○医師不足が顕著な地域への医師の派遣

11・県立病院等、中心的な役割を担う医療機関と医師不足が深刻な自治体病院等との

12連携により、国や県での医師の派遣を推進

13・地方公共団体や医療機関の連携により、へき地医療支援機構を通じた医師の派遣

14を推進

15・地方公共団体や医療機関の連携により、全国から医師を募集して県職員として採

16用し自治体病院等への派遣や県内での勤務を希望する医師に対し無料で職業紹介

17を行うなど、ドクターバンク事業を推進

18○無医地区等への広域的な連携による日常的な受診機会の確保

19・地方公共団体や医療機関の連携により、医師の訪問診療や訪問看護等、在宅医療

20体制の構築を推進

21・青森県や秋田県のへき地医療拠点病院における公民館を利用した定期的な医師の

22派遣診療の実施等、地方公共団体や医療機関の連携により、無医地区において巡

23回診療体制の構築を推進

24・無医地区等の住民に対する町民バス等を活用した最寄りの医療機関までの輸送

25等、患者の輸送体制の構築を推進

26○医師不足が生じている地域で医療に従事する医師の養成

27・国や県、大学の連携により、医学部入学定員の増員や入学者選抜における地域枠

28の設定の拡充を推進

29・県や医療機関等の連携により、女性医師に対する出産や育児等に関する支援など

30働きやすい職場環境づくり及び離職後の再就業に必要な臨床研修の実施や県内の

31病院への再就職の斡旋を推進

32・東北７県の連携により、東北圏の研修医や指導医を対象としたスキルアップによ

33る技術向上、医師の確保を図る事業を推進

34・福島県立医科大学と福島県の連携によるホームステイ型医学教育研修等、地域医

35療に従事する医師の県内定着を図る取組を推進

36○地域医療の再生に対する住民等の主体的な取組の推進とその支援

37・地域住民や医師、医療機関、地方公共団体の連携により、医師と患者の相互理解

38を深め、「コンビニ受診」を控えたり、子供の病気に対する知識を持つことなど、

39医師の負担を減らそうとする活動や病院を存続し地域医療を創っていくための住

40民活動を推進するとともに、その活動を支援

41
42（ドクターヘリを活用した高度な救急医療の確保）

43・救命救急センターを有する病院へのドクターヘリの導入等、国や県の連携による
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*1 対象疾患ごとに複数の医療機関において共有される診療計画（文書化されたもの）

1高度な救急医療の確保を推進

2
3（救急医療情報システムや格子状骨格道路等を活用した救急搬送体制の構築）

4・隣県や医療機関の連携により、東北圏における救急医療情報システムの受入可否

5情報等の共有化や搬送ルールの確立に向けた検討を推進

6・国、地方公共団体及び病院の連携により、第三次救急医療機関の 60 分到達圏か

7ら外れる地域が多い東北圏内の救急搬送を支援するため、格子状骨格道路ネット

8ワークや救急車退出路、アクセス道路の整備を推進

9
10（画像診断による遠隔医療体制の構築）

11・地域住民、地方公共団体、病院及び助産院の連携により、遠野市における周産期

12医療のための地域連携パス
*1
の構築や電子カルテを中心に据えた医療機関相互の

13ネットワーク整備を推進

14・画像診断による遠隔医療体制を構築するための医療・福祉機器関連産業分野にお

15ける技術開発を推進

16・福島県立医科大学附属病院、福島県立南会津病院及び会津地域の中核病院がイン

17ターネットで連携し、妊婦健康診査に関する遠隔診断の実施に向けた検討を推進

18
19（がん医療の均てん化の推進）

20・東北６県の大学病院やがん診療連携拠点病院等が連携した「東北がんネットワー

21ク」において、がんの治療法や情報の共有による東北地方のがん医療の質の向上

22に向けた検討を推進

23・弘前大学、秋田大学及び岩手医科大学の３大学と東北大学、山形大学及び福島県

24立医科大学の３大学がそれぞれ連携して行う教育システムやがん診療連携拠点病

25院との連携により、がん専門医師及びコメディカル等（看護師，薬剤師等）の育

26成を推進

27
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*1 需要側と供給側の調整を行い、販売や取引の仲介を行う

1８．次世代自動車関連産業集積拠点形成プロジェクト

2（１）目的

3近の厳しい経済情勢下において、若年層の首都圏等への流出の対応策として、東

4北圏域内への企業進出が進みつつある自動車関連産業の次世代技術の集積による拠点

5を形成し、東北圏における自立的な経済圏の構築を図るため、産学官連携による次世

6代技術等の研究開発及び普及を推進し、自動車関連産業を支える高度技術やものづく

7り人材の育成を図るとともに、戦略的な企業立地の更なる推進と域内調達率の向上、

8自動車や関連部品等輸送の円滑化を図るための物流機能の強化を推進する。

9
10（２）具体的取組

11（次世代技術等の研究開発の推進及び導入促進等）

12○次世代技術等の研究開発の推進

13・「ＴＯＨＯＫＵものづくりコリドー」における次世代の自動車技術のニーズを先

14取りした高度部材・高機能機器の研究開発を促進

15・岩手大学における自動車用高度部材生産技術の研究、山形大学での自動車の軽量

16化を図るための代替素材の開発、東北大学での次世代自動車用高性能蓄電システ

17ムの開発の促進と燃料電池車・バイオエタノール車等の次世代技術の研究開発な

18ど広範な研究開発体制を構築

19○研究開発等の支援及び導入促進等

20・各種機関による産学マッチング*1、マーケティング、販路拡大、知財戦略など研

21究開発から事業化までのシームレスな支援体制を強化

22・自動車関連企業や有識者等の参画による「イノベーション創出会議」において、

23自動車の基本性能と安全・環境・快適に係る商品企画開発を推進

24・北東北３県自動車技術研究会による環境や安全性など次世代自動車に必要な新技

25術の創出のため共同研究開発を推進

26・ＥＶ・ｐＨＶタウン構想の取組を通じた電気自動車（ＥＶ）、プラグインハイブ

27リッド車（ｐＨＶ）の導入促進と充電施設の整備促進

28・岩手県、宮城県、山形県の３県の公設試験研究機関が連携し、中東北３県公設試

29連携推進会議（ＩＭＹ連携会議）を設立するなど、自動車用部材の加工技術の共

30同研究や地域企業の研究開発を推進

31
32（人材の育成）

33○高度技術・研究開発人材の育成

34・「みやぎカーインテリジェント人材育成センター」など、自動車関連企業や大学

35等の連携による設計・開発を担う実践的なカーエレクトロニクス技術者を養成

36○技能系・技術系人材育成

37・北上川流域ものづくりネットワーク、工業高校等での専攻科設置など、産業界と

38教育界が連携したものづくりの人材育成を推進

39・岩手県におけるものづくり産業を支えるキーテクノロジーである組込み技術者の

17



*1 地域に存在する各種の産業支援機関を、中核的支援機関を中心にネットワーク化し研究開発から事業化までの各段階において必要と

される技術情報・資金・経営ノウハウなどのソフト面からの支援を総合的に提供する体制

1育成確保を目指した産学官のプラットフォーム*1 組織「いわて組込みシステムコ

2ンソーシアム」などにより、ものづくり人材や三次元設計技術者を育成

3
4（企業立地の推進、域内調達率の向上）

5・とうほく自動車産業集積連携会議などによる技術展示商談会でのＰＲ活動、自動

6車メーカーと地域企業との交流機会の創出、知事等のトップセールス等により、

7企業立地を促進

8・企業立地促進法同意基本計画に基づく研究開発施設等の産業支援施設整備や東北

9地域に効果の高い交通インフラ整備と相まった戦略的な企業誘致を推進

10・自動車産業集積地等におけるとうほく自動車産業集積連携会議による展示・商談

11会の開催などにより、地域企業の優れた技術、製品等の販路開拓を促進

12・各県連携による地元中小企業の受発注拡大、企業力向上、新規参入等の支援策の

13充実強化を図るための、各種セミナー・講演会・企業見学会等の取組を展開

14・「とうほく組込み産業クラスター」「いわて組込み技術研究会」「みやぎ組込み産

15業振興協議会」「あきた組込み技術研究会」「あいづ組込み技術研究会」等の活動

16による組込みソフトウェア技術の集積を促進

17・横手市自動車産業研究会の設立など、地域受注、技術力向上を目的とした企業間

18ネットワークを展開

19・各種研究部門の構築、企業連携による産業集積を通じた完成車両及び関連部品等

20の生産に係る拠点形成の推進と拠点間連携により、東北圏全体の自動車関連産業

21のイノベーション力を向上

22
23（物流機能の強化）

24・自動車や関連部品等の輸送の円滑化を図るため、複合一貫輸送ターミナル等を整

25備し、生産拠点機能を強化

26・生産拠点と港湾を体系的に結ぶ格子状骨格道路ネットワークを形成し、産業集積

27を推進
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1９．農業・水産業の収益力向上プロジェクト

2（１）目的

3東北圏の基幹産業であり、かつ、地場産業でもある農業・水産業を活性化するため、

4米をはじめとする安全・安心で高品質な東北産農産物等の提供、付加価値の高い商品

5の創出により、需要の発掘と販路の拡大、食料自給率の向上と地産地消の推進を図り、

6収益力を向上させる。また、新たな農業技術の開発、多様な担い手の育成・確保と農

7地の有効活用及び生産活動を支える流通基盤の整備を図ることにより、力強い持続可

8能な農業・水産業を構築する。

9
10（２）具体的取組

11（東北産農産物等の収益力向上に向けた取組）

12○消費者ニーズに対応した安全安心で高品質な農産物等の生産

13・「あきたｅｃｏらいす」や「青森クリーンライス」等の農薬や化学肥料を低減し

14た高品質な米作りや岩手県版農業生産工程管理の導入により、環境と共生する産

15地づくり、高品質なこだわり野菜づくりなどの取組を推進

16・山形県における飼料用米の生産振興とその配合飼料を活用した豚の飼育等、安全

17で品質の高い農産物の生産を拡大

18○付加価値の高い商品の創出

19・「あおもり農工ベストミックス」などローカルテクノロジーを活用した、農工の

20連携・融合等による新産業の創出等を目指した取組を推進

21・青森県下北地方における冷凍押し寿司の開発、製造、販売など中小企業者と農水

22産業者の連携により、地域米や地元産魚介類等を使った新たな商品を創出

23・宮城県の各地域における水産加工業界と連携した地域検討会などにより、水産加

24工振興を検討

25○需要発掘、販路拡大に向けた取組の推進

26・首都圏等の流通、飲食店等とタイアップした農産物の販売促進、製造会社や大手

27コンビニエンスストアなどとの契約栽培並びに農産物や加工品の生産拡大及び産

28地と外食、中食、加工業者等が連携した契約取引を推進

29・新潟県における大学等との米粉機能性検証による消費者メリットの創出など、米

30粉の需要拡大のための産地、製粉業者、食品関連企業等と結びついたモデル事業

31の創出や食品業界・消費者団体への提案、新商品の開発支援、パンフレット・ホ

32ームページ・料理コンテストなど情報発信等の取組を促進

33・各県が連携した国内外での物産フェア等の共同開催の推進や関係団体の連携によ

34り、輸出促進セミナーなどの取組を促進

35○食料自給率の向上と地産地消を推進

36・小麦粉消費量の１０％以上を米粉に置き換えるにいがた発「Ｒ１０プロジェクト」

37など新たな消費拡大の取組を推進

38・飼料用米の作付面積で全国の約半分を占める山形県での利用拡大や青森県に適し

39た稲ホールクロップサイレージ（稲発酵粗飼料）用品種の試験栽培等、飼料用米

40の利用拡大の推進

41・学校、保育所、福祉施設、病院などにおける米粉パン給食や地域企業の社員食堂

42における地元食材の活用、「道の駅」を利用した直販等により、地産地消の取組

43や生産者の所得・生産意欲の向上に向けた取組を推進
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*1 人口衛星等の活用による広域の情報を遠隔的に測定する技術

*2 農業を中心に農産物加工、貯蔵、流通販売、農機具・肥料製造などまで含めた産業としての農業又はそれらの産業の総称

1
2（農業技術開発、多様な担い手の育成・確保と農地の有効活用

3○農業技術開発

4・岩手県における高温耐性イネ品種の育成や温度条件によるリンドウ育成反応の解

5明、福島県におけるリンゴの着色向上など、公設試験研究機関において、温暖化

6による農作物の生育、収量、品質等への影響の解明と対策に係る技術開発の推進

7・青森県平川市におけるリモートセンシング
*1
技術を活用した航空機からの水田観

8測による高度な生産指導と分別集出荷など、生産管理技術と品質向上の取組を促

9進

10○多様な担い手の育成・確保

11・宮城県におけるアグリビジネス*2 経営者養成講座や岩手県内の大学における高度

12な生産技術や経営技術の習得を図る「いわてアグリフロンティアスクール」等、

13マーケティング等の知識習得、ビジネスプランの立案や実践などに関わる経営者

14としての知識と能力を養成

15・建設業等他産業からの農業参入企業を支援する相談窓口の開設や研修会の実施

16・経済団体・第一次産業団体の連携による農商工連携の中核となる経営人材「農商

17工連携プロデューサー」の育成を促進

18○農地の有効活用

19・耕作放棄地等の有効活用に向けた体制の整備、広域的な利用調整を推進

20・耕作放棄地解消に向けた取組等の農業従事者、地域住民への積極的な情報発信と、

21ＮＰＯ、企業等によるシンクタンクの設置などによる方策検討を促進

22・バイオエタノール向けの米栽培による耕作放棄地や未利用水田の活用を促進

23
24（流通基盤の整備）

25・農産物生産地や主要な漁港を結ぶ格子状骨格道路ネットワークの形成

20



1１０．「日本のふるさと・原風景」を体験できる滞在型観光圏の創出プロジェクト

2（１）目的

3東北圏の豊富な観光資源を活用した観光交流の拡大による地域・経済の活性化を図

4るため、「温泉」「食」「祭り」「田園風景」など、「日本のふるさと・原風景」を象徴

5する観光資源を地域一体となって発掘・磨き上げ、ゆっくり、のんびりと東北の魅力

6を体験し、より長く滞在が可能な観光圏を創出するとともに、観光客が旅行しやすい

7環境づくりを進め、西日本、東アジアを中心にＰＲ、プロモーション活動の展開等を

8推進する。

9
10（２）具体的取組

11（「日本のふるさと・原風景」を体験できる滞在型観光圏の創出）

12○「日本のふるさと・原風景」を象徴する地域資源の発掘・磨き上げ

13・地域協議会等による「日本のふるさと・原風景」を象徴する「田園風景」「雪」

14などの地域資源を発掘

15・発掘した地域資源から「見る」「感じる」「味わう」ことができる体験型観光メニ

16ューを開発

17・鉄道会社、地域関係者等による地元とふれあうイベント列車を運行

18・日本風景街道の推進や歴史を生かしたまちなみ景観の形成など地域の関係者の協

19働による「日本のふるさと・原風景」の創成を推進

20・観光の推進役となる地域のリーダーや地域案内、紹介に貢献するボランティアガ

21イドを育成

22○「日本のふるさと・原風景」を体験できる観光圏の形成

23・農林業･漁業体験等のグリーン・ツーリズムや自然体験等のエコツーリズム、豊

24富な温泉資源を活用した温泉療養、地場産食材を活用した地元名物料理体験、雪

25を活かした地吹雪体験・かまくら体験など、多種多様な体験型観光メニューを組

26み合わせた観光圏の形成（「伊達な広域観光圏」「雪国観光圏」など）

27・北海道及び北東北地域（青森・岩手・秋田）などにおける縄文遺跡群及びこれら

28を結ぶ交通アクセスネットワークの整備・活用による広域観光圏を創出

29・「青函圏」における高速鉄道網やフェリーの整備、北関東・磐越地域おける高速

30道路網や福島・新潟空港等の活用、ＦＩＴ地域（福島県・茨城県・栃木県の県際

31地域）における空港・鉄道・高速道路等の活用による広域観光圏の形成など高速

32交通ネットワーク等の活用による北海道や北関東などの他圏域と連携した広域観

33光圏を創出

34・東北観光推進機構等による「奥の細道」、「平泉文化」、「冬祭り」など、ストーリ

35ー性、テーマ性をもった周遊型観光ルートを開発

36
37（観光客が旅行しやすい環境づくり）

38○東北圏への直接のアクセス機能の強化

39・他圏域からの快適な長距離移動を実現する格子状骨格道路ネットワークの形成や

40高速鉄道の整備、フェリー・大型客船に対応した港湾施設を整備

41・地方公共団体、空港間等の連携による航空路線を活用した観光 PR、空港アクセ

42ス改善等の空港利便性向上 PR 等による空港の利用を促進

43○東北圏内の移動手段を充実
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1・東北圏内の移動の円滑化を高める道路を整備

2・地方公共団体、バス事業者等による温泉郷湯巡りバス等の観光スポット周遊バス

3を運行

4・東北観光推進機構と東北６県のバス会社の連携による高速バス等の共通フリーパ

5ス導入等により、利便性を向上

6○外国人観光客に対応した環境整備等

7・地方公共団体等における東アジアの観光客に対応した多言語併記による観光案内

8板、ビジット・ジャパン案内所を整備

9・おもてなしの心を持った観光案内、「案内板」「休憩所」等の地域の受入体制を整

10備

11・携帯電話の利用可能エリアの拡大により、観光客への情報提供を充実

12
13（東北圏の認知度向上に向けた取組）

14○官民一体となった効果的なプロモーション活動等

15・青森県・岩手県・秋田県の北東北３県連携、山形県・福島県・新潟県による３県

16連携、仙台市・福島市・山形市による３市連携など東北観光推進機構や県境を超

17えた複数の地方公共団体間の連携により、西日本や東アジアをターゲットとした

18旅行業者、旅行雑誌など現地メディアへのプロモーション活動を推進

19・東北観光推進機構による情報サイトの設置・運営を通じて、東北観光の総合的情

20報をインターネット上に多言語で提供する取組を促進

21・地方公共団体等による観光と物産の連携を通じて、双方の効果的なＰＲを推進

22・交通事業者と地方公共団体等の連携により、効果的なプロモーション活動を推進

23
24
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1１１．グローバル・ゲートウェイ機能強化プロジェクト

2（１）目的

3自動車等の工業製品や農水産物等の輸出入、観光等の経済活動を支え、東北圏にお

4ける自立経済圏の確立を目指すため、産学官連携によるポートセールスの推進等によ

5り東北圏の港湾利用を促進させるとともに、物流効率化の推進等により効率的な国際

6物流体系を構築する。

7
8（２）具体的取組

9（国、地方公共団体、学識経験者、経済団体、物流事業者等の産学官連携による東

10北圏の港湾利用の促進）

11○産学官連携によるポートセールスの推進

12・産学官それぞれの優位性を発揮し連携して、効果的なポートセールスを行う体制

13の構築を推進

14・東北圏に立地する荷主データベースの構築とデータベースを活用し、効率的なポ

15ートセールスを展開

16・他圏域港湾から東北圏の港湾利用への転換（成功）事例集を用いたポートセール

17ス等により、東北圏の港湾への利用転換を促進

18・国、地方公共団体等による物流活動を支える道路ネットワークの整備状況や物流

19効率化の事例研究、物流支援施策等の情報を発信

20○東北圏の港湾を利用した小口混載（ＬＣＬ）サービスの普及促進

21・東北圏内のＬＣＬサービス内容の周知や、他圏域港湾と比較した輸送コスト及び

22輸送日数等のメリットの周知等、総合的な物流情報の提供を通じ、東北圏の港湾

23を利用したＬＣＬ輸送の拡大を促進

24・工業団地等において出前説明会を実施することなどにより、潜在的な荷主の発掘

25を推進

26○東北圏の総合的な物流情報提供等による東北圏の港湾利用拡大の促進

27・国際展開準備や販路開拓等の支援により、荷主の育成及び量的拡大を推進

28
29（効率的な国際物流体系の構築）

30○東北圏内の物流効率化の推進

31・国際海上コンテナターミナル等の物流拠点機能の強化を推進

32・主要な都市や生産拠点と港湾を体系的に結ぶ格子状骨格道路ネットワークの整備

33を推進

34・福島県による小名浜港の公共埠頭の長期一体貸し付け制度利用についての検討に

35より、物流拠点の強化へ向けた取組を推進

36・産学官連携により、２００５年にＩＳＯ化された４５フィート国際海上コンテナ

37の国内陸上輸送における法令、道路構造、車両構造等の課題を整理し、圏域内で

38の陸上輸送の実現に向けた検討を推進

39○海上輸送と鉄道輸送を活用した複合一貫輸送（シーアンドレール）の促進

40・国、地方公共団体、関係事業者等が連携し、秋田県・新潟県における荷主意向調

41査、ポートセールス・インフラ整備・経営方式・税関制度・荷役方法等の検討や

42社会実験等を通じて、海上輸送と国内・国際鉄道輸送網を活用した複合一貫輸送

43（シーアンドレール）で日本とユーラシア大陸間を結ぶ物流ルートの構築を推進
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1・美里町における既存鉄道網等と港湾を活用した物流に関する調査・研究等、モー

2ダルシフトの視点からの物流効率化の取組を促進
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*1 買い手。特に外国から買い付けに来た貿易業者

1１２．環日本海広域交流圏の形成プロジェクト

2（１）目的

3成長著しい東アジアとの地理的近接性や、これまでの交流の歴史等のポテンシャル

4を活用した互恵関係の構築により、環日本海広域交流圏の形成を図るため、経済・人

5材交流や歴史・文化資源等を活かした交流プログラムの展開を促進する。

6
7（２）具体的取組

8（環日本海地域の広域連携による東アジアとの互恵関係の構築）

9○経済交流の推進

10・秋田県、岩手県の連携による県内企業・団体を対象としたシンガポール現地企業

11とのビジネスマッチング（商談）や県産品フェア開催のためのバイヤー*1 招聘な

12ど、経済交流を推進

13・国、地方公共団体、関係事業者等の連携により、日本海沿岸に寄港するＲＯＲＯ

14船等を利用したロシアへの農産物の輸出拡大を推進

15・地方公共団体、関係機関の連携により、日中経済協力会議等を通じた中国東北部

16との双方向の投資・貿易や国際ルートの整備発展等の経済協力を推進

17・地方公共団体、関係機関の連携により、（財）環日本海経済研究所の研究成果を

18活用した東アジアと日本海地域の貿易投資・物流促進等の経済交流を推進

19・国、地方公共団体、関連企業の連携により、海上輸送による静脈物流ネットワー

20クの構築に向けた能代、酒田、姫川の各港間における連携の強化と静脈物流拠点

21機能の整備を推進

22・国、地方公共団体、関係事業者等が連携し、秋田県・新潟県における荷主意向調

23査、ポートセールス・インフラ整備・経営方式・税関制度・荷役方法等の検討や

24社会実験等を通じて、海上輸送と国内・国際鉄道輸送網を活用した複合一貫輸送

25（シーアンドレール）で日本とユーラシア大陸間を結ぶ物流ルートの構築を推進

26・国際海上コンテナターミナル等の物流拠点機能の強化を推進

27・主要な都市や生産拠点と港湾を体系的に結ぶ格子状骨格道路ネットワークの整備

28を推進

29・国、地方公共団体、企業、大学、経済団体等で組織する、みやぎロシア貿易促進

30コンソーシアムを基盤に各県が連携し、貿易情報の広域的共有によりロシア市場

31への販路開拓・拡大等貿易を推進

32・地方公共団体、経済団体等が連携し、圏域内の空港間を結ぶ航空路線の実現に向

33けた検討を推進

34・国、バス事業者等の連携による各都市間を結ぶ高速バスの乗り換えについて高速

35道路の料金所やサービスエリア等の有効利用など利便性の向上に向けた検討を推

36進

37・新潟県、関係事業者等の連携により、ロシア線、ハルビン線等の新潟空港独自の

38国際ネットワークの情報を発信し、圏域内で広域的に活用するための検討を推進

39・新潟県と福島県の連携により、上海空港への同一路線を相互に活用し、新潟・福

40島空港間の陸送費助成による航空貨物の輸出入増大に向けて圏域内空港間の連携

41を推進
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1・地方公共団体、関係事業者等の連携により、在来線の高速化による利便性の向上

2に向けた検討を促進

3○人材交流の促進

4・新潟県、関連企業等の連携により、企業、大学等が集うシンポジウムの開催等を

5通じた交流の活発化や留学生の県内企業への就職等ネットワーク形成を推進

6・新潟大学等と中国・韓国・ロシア等環日本海地域の大学との連携により、学生の

7交換、教員の研究交流など知的ネットワークの構築を新潟県等において促進

8○歴史・文化資源等を活かした交流プログラムの展開

9・鳥海山という共通の象徴を有する秋田県由利地域、山形県庄内地域の連携による

10誘客、情報発信や見所めぐりツアーの実施など交流人口の拡大に向けた取組を推

11進

12・山形県庄内地域、新潟県村上・岩船地域の連携等による文化・自然・観光等の地

13域資源を活用した交流の検討を促進

14・山形県、新潟県、福島県や関係地方公共団体の連携による地域資源、北前船によ

15る交流等共通の歴史、文化・食をテーマにした新たな周遊ルートの開発により、

16旅行エージェントやメディアの招聘など東アジアからの誘客を推進

17・北関東・磐越地域における福島・新潟空港等の活用による広域観光ルートの開発

18・提案等、国、地方公共団体が連携し、東アジア等の外国人観光客との交流人口

19の拡大に向けた取組を推進

20・新潟・群馬・長野地域の連携により、雪国という地域の特色を活かした文化交流

21を推進

22
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1１３．地域づくりコンソーシアム創出による地域支援プロジェクト

2（１）目的

3中山間地域等の条件の厳しい地域における集落への支援等、地域づくりに関する支

4援は喫緊の課題となっていることから、地域づくりに係る高度な専門性を有する大学

5等の学術研究機関が核となり、ＮＰＯ、産業団体及び行政等で構成された多様な主体

6による地域づくり支援ネットワークである「地域づくりコンソーシアム」を創出し、

7住民主体の地域づくりを支援する取組を推進する。全国に先駆けた新しい地域づくり

8支援システムとして、東北圏モデルを確立していく。

9
10（２）具体的取組

11（地域づくりコンソーシアムの構築）

12・大学等の学術研究機関、ＮＰＯ、経済団体及び行政等の連携により設立された「東

13北圏地域づくりコンソーシアム推進協議会」による地域づくりコンソーシアムの

14構築を推進

15
16（地域づくり支援システムの構築）

17・東北圏地域づくりコンソーシアム推進協議会により、コミュニティ支援のための

18政策・戦略研究、人材育成支援及び事例検証に基づく地域づくり支援システムの

19構築を推進

20・国、地方公共団体、地域住民組織、ＮＰＯ、学校、企業及び各種団体等の連携に

21より、福島県における住民主体の地域コミュニティ維持・振興・再生に向けた「話

22し合いの場（円卓会議）」の創出や過疎中山間地域コミュニティ再生などの支援

23を推進

24
25（多様な主体の役割）

26○大学等の学術研究機関の役割

27・大学等の学術研究機関において、多様な主体で構成された地域づくりに係る母体

28組織を立ち上げ、県境を越えた連携を図るなど、全国に先駆けた新たな地域づく

29りコンソーシアムの創出を推進

30・高度な専門知識の活用により、地域づくりを支援

31・社会的関心を高めるためのメディア戦略を展開

32○ＮＰＯの役割

33・ＮＰＯが保有する人材や専門技術の活用により、地域づくりを支援

34○行政の役割

35・地域づくりコンソーシアムへの参画

36・地域と地域づくりコンソーシアムを結びつける仲介機能を強化

37・地域づくりコンソーシアムの体制づくりに係る財政的な支援体制の整備に向けた

38検討を推進

39○企業や経済団体等の参加

40・コミュニティ支援における企業、経済団体等の参加に向けた体制を整備

41
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１．東北圏のポテンシャルを活かした低炭素・循環型社会づくりプロジェクト１／２

新エネルギー等の導入・バイオマス利活用の推進・技術開発、良好な森林管理、リサイクル産業の振興を通じ
て、世界のモデルとなるような低炭素・循環型社会を構築し、環境産業の先進圏域を目指す。

環境先進圏域の形成
に向けたポテンシャル

■広大な森林地帯
●森林面積の全国シェアは
２２．２％

出典：森林資源の現況調査（H14.3林野庁）

■自然エネルギーの賦存
●風力発電の出力シェアは３１．６％
出典：都道府県別風力発電導入量

（H19.3NEDO)

■リサイクル産業の集積
●製錬所等における廃棄物・リサ
イクル処理量は全国の４２．５％

（平成15年時点<東北経済産業局調べ>）

■豊富なバイオマス資源賦存量
●木質系ﾊﾞｲｵﾏｽは全国の２３．９％

農業系ﾊﾞｲｵﾏｽは全国の２９．９％

（東北農政局調べ）

低炭素社会構築のための二酸化炭素吸収源など美しい森林づくり

◆多様な主体による森林の整備とその支援等の推進
・ボランティア活動等の情報の共有、人材育成や活動活性化
を図り、多様な主体の参画による森林の整備を推進

◆林業・木材産業の再生
・地方公共団体、森林組合、企業、金融機関等が連携した地域
材を活用した家づくりへの支援等を推進

・低コスト作業路と高性能林業機械を軸とした効率的な作業シス
テムの普及・推進により、林業・木材産業を再生

◆森林によるCO2吸収の経済的価値に関する検討
・新潟県が取り組むカーボン・オフセット制度の構築・普及の他、
北海道・北東北３県の連携などにより、森林整備と山村の活性
化の取組及びこれに資する森林のCO2吸収量に対する経済
的価値に関する検討を推進

個人・企業

日常生活やオフィス
活動からCO2を排出

販売業者等

オフセット料金を
含む製品（オフセット

製品）の販売

CO2排出削減事業

間伐等の森林整備 など

CO2削減・吸収
CO2オフセット

認証

オフセット
料金 投資

新潟県版ｶｰﾎﾞﾝ・ｵﾌｾｯﾄのｲﾒｰｼﾞ（新潟県HP)をもとに作成

低炭素社会構築のための新エネルギー等の導入

◆新エネルギー等の導入促進のためのビジョン策定
◆風力発電・太陽光発電の導入推進
◆バイオマス発電等の普及、バイオ燃料の製造と利用の拡大
◆新エネルギー等導入先進地域の形成
◆新エネルギー等技術開発とエネルギー産業の創出
・北日本新エネルギー研究センターにおける複数大学による新エ
ネルギー等の技術開発やエネルギー産業の創出に向けた共
同研究を推進

１

新エネルギー等を通じた低炭素社会の構築



循環型社会づくりの推進

◆有機資源のリサイクル推進
・食品残さのたい肥化・飼料化を推進

・バイオマス利活用に向けた普及

啓発と未利用バイオマスの新たな
利活用による農林漁業・農山漁村
地域の活性化等を推進
・下水汚泥の燃料化等の多様な活用
を推進

生ゴミからたい肥
（長井市HPをもとに作成)

◆非鉄金属等リサイクルの推進と
リサイクルネットワークの構築

・使用済小型電気・電子機器から
の非鉄金属の回収と広域的回
収システムの構築を推進

・各エコタウンの強みを活かしたリ
サイクル拠点の形成を推進

・各リサイクルポートにおける循
環資源に関する情報共有や循
環資源の品質保証等の機能付
加、静脈物流ネットワークの整
備等を通じて、リサイクル産業
の活性化を推進

１．東北圏のポテンシャルを活かした低炭素・循環型社会づくりプロジェクト２／２

人と自然が共生し地球に優しい環境先進圏域の形成

エコタウン 主な製錬所での回収メタル

リサイクルポート 今後目指すべき 展開

◆非鉄金属等リサイクル分野の人材育成・技術開発
・大学や地元精錬所の連携等による非鉄製錬産業および資源リサイクル産業
の中核となる人材の育成及び研究開発を推進

リサイクル
ネットワーク

青森県エコタウン 釜石エコタウン

秋田県北部エコタウン

八戸港 釜石港

能代港

鶯沢エコタウン

姫川港
酒田港

①東北各地のリサイクルポート、リサイクル
関連業者間をネットワーク化

②東北圏のリサイクル物資等の情報共有
③品質保証等

庄内リサイクル産業情報センターの例

リサイクル企業

非鉄メーカー、食品メーカー、機械メーカー、
化学会社、ゼネコン、リサイクル事業者等々

大館市：製錬所に集積

地元スーパー役場 学校

持ち込み

回収 回収 回収

持ち込み

こでん回収ＢＯＸ

（非鉄金属等の回収）

広域的回収システムの構築（圏域への拡大）

東北圏の主なリサイクル拠点

青森県エコタウン
・焼却灰・ホタテ貝殻
・溶融飛灰等

亜鉛、鉛、銅等

他港

金、銀、銅等

秋田県北部エコタウン
・ｼｭﾚｯﾀﾞｰﾀﾞｽﾄ、廃家電、
石炭灰、廃プラ等

能代港

庄内リサイクル産
業情報センター

釜石エコタウン
・水産加工残さ

他港鉛
等

鶯沢エコタウン
・家電リサイクル

銅、亜鉛等（いわき市）

他
港

酒田港

姫川港

使用済小型家電の

収集試験（県内）

圏
域
への

展
開

圏
域
へ
の
展
開

他港

八戸港

釜石港

２

秋田県における使用済小型家電回収の取組

小型家電：不要な携帯、ＣＤプレーヤー、デジカメ等

各家庭

東北圏における非鉄金属等のリサイクル拠点等



白神八甲田

八幡平太平山

鳥海朝日・飯豊吾妻

奥羽山脈

北上高地白神山地

早池峰山周辺

栗駒山・栃ヶ森山周辺

朝日山地周辺

飯豊山周辺

吾妻山周辺

青森県

岩手県
秋田県

宮城県山形県

福島県新潟県

尾瀬

緑の回廊 越後線

歳時記の郷奥会津

利根川源流・燧ヶ岳周辺

緑の回廊三国線

佐武流山周辺

自然資源

角館武家屋敷

弘前城跡

北海道・北東北を中
心とした縄文遺跡群

平泉の文化遺産

大内宿

佐渡金銀山

奥入瀬渓流

松島

厳美渓
酒田山居倉庫

瑞巌寺

歴史・文化資源

◆東北圏の主な歴史資源・文化資源、自然資源

猪苗代湖

蒲生干潟

歴史・伝統文化の保全・継承歴史・伝統文化の保全・継承 自然環境の保全・再生自然環境の保全・再生

◆多様な主体の連携により、国立・
国定公園における保全管理を推
進

◆森林管理局、環境事務所、地方公
共団体等の連携により、尾瀬国立
公園の生態系保護や適正利用を
推進

◆白神山地周辺地域の保全管理及
び白神山地世界遺産地域におけ
る保護管理を推進

◆環境事務所、地方公共団体、地
域住民等の連携協働により、ラ
ムサール条約湿地における保全
管理と賢明な利用を推進

◆国、地方公共団体、NPO等の連
携により、自然再生推進法に基づ
いた蒲生干潟、伊豆沼・内沼の自
然再生を推進

◆森林管理局、地方公共団体、地
域住民等の連携により、緑の回
廊内での自然再生と保護林の適
切な管理を行い、生物多様性を
確保

◆多様な主体の連携により、国立・
国定公園における保全管理を推
進

◆森林管理局、環境事務所、地方公
共団体等の連携により、尾瀬国立
公園の生態系保護や適正利用を
推進

◆白神山地周辺地域の保全管理及
び白神山地世界遺産地域におけ
る保護管理を推進

◆環境事務所、地方公共団体、地
域住民等の連携協働により、ラ
ムサール条約湿地における保全
管理と賢明な利用を推進

◆国、地方公共団体、NPO等の連
携により、自然再生推進法に基づ
いた蒲生干潟、伊豆沼・内沼の自
然再生を推進

◆森林管理局、地方公共団体、地
域住民等の連携により、緑の回
廊内での自然再生と保護林の適
切な管理を行い、生物多様性を
確保

２．歴史・伝統文化、自然環境の保全・継承プロジェクト

東北圏のすばらしい個性を失わせないよう、積極的な保全・継承の取り組みを行うとともに、
東北圏が持つ宝を大切に守り育てる人づくり、地域づくりを圏域全体で推進する。

地域資源のポテン
シャルと課題

郷土に対する理解と愛着を育み、百年後にも誇りに思える東北圏の創造

■豊富な歴史資源・文化資源、自然資源 ■課 題

・地域住民であっても価値が認識されていない
・社会経済、人口構造の変化を背景に質的劣化や量的減少
・人口減少による伝統文化の担い手不足

・ブナ天然林等に代表される自然資源
・北海道・北東北を中心とした縄文遺跡群や岩手県平泉、佐
渡金銀山等に代表される歴史・文化資源

・地域の伝統芸能・祭

○伝統文化の一例
五所川原立佞武多
八戸えんぶり
男鹿のナマハゲ
相馬野馬追

○伝統工芸品の一例
津軽塗
南部鉄器
大館曲げわっぱ
宮城伝統こけし
会津塗
天童将棋駒
小千谷縮 宮城伝統こけし大館曲げわっぱ

五所川原
立佞武多

男鹿のナマハゲ

白神山地ブナ林観察会

福島県下郷町 秋田県仙北市角館町

３

◆多様な主体の広域的な取組により、東北固有の文
化のアーカイブ構築と継承

◆森林管理局、地方公共団体、民間団体との連携に
よる「木の文化を支える森づくり」を推進

◆地域の歴史・伝統等を反映した活動と文化的資産
及び周辺の良好な市街地環境を官民一体となって
維持・継承

◆国、地方公共団体、NPO等との連携により、日本
の近代化に貢献した文化遺産を保存・継承

恐山山地

葛根田川・玉川
源流部

奥会津

■凡 例
北海道・北東北を
中心とした縄文遺跡

ラムサール
条約湿地



３．日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震等大規模地震災害対策プロジェクト 1/2

津波防災対策の強化・津波避難体制の整備 中山間地域・沿岸地域の孤立集落への対応

地震・津波災害に対して安全・安心な圏域形成を図るため、高い確率で発生が予測されている宮城県沖地震等の日本海溝・千
島海溝周辺海溝型地震の特徴や近年東北圏で発生した地震の経験を踏まえ、広域的な連携による大規模地震対策を推進する。

安全・安心な
圏域形成の課題

太平洋沿岸において、津波被害の防止・軽減と津波避難体制の整備により、津波に強い地域づくりを推進太平洋沿岸において、津波被害の防止・軽減と津波避難体制の整備により、津波に強い地域づくりを推進

ヘリコプター離着場所の
確保イメージ

（岩手県遠野市提供）

■日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震の特徴・課題 ■近年東北圏で発生した地震を踏まえた課題
・宮城県沖地震が今後３０年以内に発生する確率９９％と予想される
・津波により甚大な被害が発生

・防災活動拠点の適正な配置（被災箇所と活動拠点の移動時間短縮）
・広域的に連携した災害調査及び情報収集（ヘリコプターの連携活用）
・土砂災害等の危険度が高い箇所での応急復旧（無人化施工機械の配備）
・関係機関との情報共有、応援・支援体制整備
・緊急輸送道路ネットワークの整備、高規格道路のＰＡ等（防災拠点）活用
・孤立集落への対応(連絡通信手段の確保、食料等の備蓄）

○衛星携帯電話の配備
○ヘリコプター離着場所の確保

◆津波被害の防止・軽減対策
○河口・沿岸部の水門等の遠隔操作体制整備
○津波・高潮防災ステーションの整備・運用
○津波防波堤、海岸堤防、高潮堤防等の整備

◆津波避難体制の整備
○ＧＰＳ波浪計、潮位計を活用した津波観測
網の構築・観測情報の伝達システム整備

４

海岸での津波高さの 大値【青森～宮城】



広域的な連携による安全・安心な圏域形成

３．日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震等大規模地震災害対策プロジェクト 2/2
広域的な連携による震災対策の推進

◆揺れに強いまちづくりの推進
○住宅・公共建築物・防災施設・ライフライン・交通インフラの耐震化
○緊急輸送道路の強化、格子状骨格道路ネットワーク整備、
代替性（リダンダンシー）のある道路交通網の整備
◆情報の共有及び施策の連携・調整
○災害発生時のヘリ画像等の共有

情報の共有及び施策の連携・調整情報の共有及び施策の連携・調整情報の共有及び施策の連携・調整

宮城県沖地震等での被災範囲は広く、また津波被害も想定されていることから、
短時間でより効果的な調査を実施するために、ヘリコプターの調査範囲や飛行
ルートの分担等、関係機関間の調整を実施。 また、ヘリコプターの情報共有や
画像配信のあり方を検討。

●応援ヘリを含めた調査範囲・飛行ルートの分担イメージ （宮城県沖地震発生時）●応援ヘリを含めた調査範囲・飛行ルートの分担イメージ （宮城県沖地震発生時）

ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥの円滑な調査活動

・平時からの市町村に対するTEC-FORCE制度の周知

・調査活動に必要な情報の提供を依頼

・TEC-FORCEによる調査を防災無線やビラ等により地域住民に伝達

・災害発生時に地元市町村等と一体となったTEC-FORC活動

TEC-FORCE 市町村

市町村との連携
円滑に被災状況調査が実施できるよう、地元市町
村との連携及びバックアップ体制の整備を図る

・地図や図面や周辺生活マップのデータベース化

・TEC-FORCE隊員への迅速な提供

図面
生活マップ等

データ
ベース化

バックアップ体制の整備

●緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）の効果的な運用●緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）の効果的な運用

岩手・宮城内陸地震等での活動経験を踏まえ、県・市町村との連携向上岩手・宮城内陸地震等での活動経験を踏まえ、県・市町村との連携向上

災害発生時の支援活動災害発生時の支援活動災害発生時の支援活動

◆災害発生時の支援活動
○災害発生時の各種応援協定等の締結による災害復旧・情報収集支援の強化
○緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）災害医療派遣チーム（ＤＭＡＴ）、広域緊急援助
隊等の充実・強化及び効果的な運用
○小型衛星携帯電話及び無人化施工機械・ヘリコプターで空輸を想定した施工機械の導入

●光ケーブル接続による映像情報の共有等、関係機関との連携強化●光ケーブル接続による映像情報の共有等、関係機関との連携強化

ＴＶ 会議

ヘリ 画像

５

各機関の初期調査範
囲を予め定め、迅速
な情報収集を行う

新潟県



４．地球温暖化に伴い高まる自然災害リスクへの適応策プロジェクト 1/2
災害に強い圏域の形成を図るため、地球温暖化に伴う気候変動により予測されている降水量の増大や積雪量の減少
による風水害・異常渇水等の自然災害リスクに対し、被害を最小限とする取組を推進する。

異常気象の発生
■降水量増大による災害リスクの増大

・東北地方において、１００年後には、降水量が現在よりも１．２２倍に増加
すると予測されている（Ａ１Ｂ シナリオによる予測。社会資本整備審議会
答申 H20.6）
・大雨の頻度増加、海水面の上昇、台風の強度増大
・高齢化の進行等に伴う災害時要援護者の増加

■極端な小雨等による渇水リスクの増大
・将来、新潟や山形、秋田県北、青森津軽地方など日本海側で河川
流量が減少する恐れ

・さらに降雪量減や融雪期が早まり、水利用への深刻な影響が懸念

梁川地区
Ｈ14．7洪水

二本松・安達地区
H14.7洪水

福島県伊達市

輪中堤

土地利用規制
（災害危険区域）

兜駅

阿
武
隈
急
行

◆地域づくりと一体となった対策
○土地利用規制・導入と一体となった治水対策（輪中堤整備）

高まる風水害等のリスクに対する適応策

◆危機管理対応を中心とした対策
○まるごとまちごとハザードマップの整備

【まるごとまちごとハザードマップ】
生活空間である市街地に水災害に
かかる各種情報を洪水関連標識
として表示

◆森林整備・保全による対策
○土砂流出防備、防風・防潮等保安林の整備、
治山施設の設置

▽H.W.L

連続堤による
河川整備

輪中堤

災害危険区域の指定

輪中堤や嵩上げ
などにより、守る
べき区域を限定
した河川整備

被害を最小化する土地利用や住まい方への転換

６

避難所の表示（新潟県見附市）避難所の表示（新潟県見附市） 浸水深の表示（岩手県一関市）浸水深の表示（岩手県一関市）



４．地球温暖化に伴い高まる自然災害リスクへの適応策プロジェクト 2/2

広域的な連携による水災害適応型社会の実現に向けた安全で安心できる圏域の形成

渇水リスクの回避に向けた適応策

◆異常渇水対策のための施設整備と既存施設の活用
○同一流域内既設ダム群の連携運用 ◆水源かん養機能の維持・向上

○水源地域の治山施設の設置・植林・間伐などの森林整備

間伐による森林整備

間伐の実施

森林整備により、森林の土壌が、降水を貯留し、河川へ流れ込む水の量を平準化して洪水を
緩和するとともに、川の流量を安定させる機能の維持・向上を図る

森林土壌層

基岩

（地下水流）地下水帯

透水
浸透

（中間流）
（地表流）

樹雨

林内雨
樹幹流下

降水

森林土壌層

基岩

（地下水流）地下水帯

透水
浸透

（中間流）
（地表流）

樹雨

林内雨
樹幹流下

降水

７

対象区間

＜改善前＞

＜改善後＞

渇水対策イメージ

連携運用の手順＜渇水時＞

②釜房ダムで弾力的管理等で確保
していた分の放流を行い導水ルー
トから補給を行う。

①大倉ダムからの補給 さらに大きな渇水が
発生した場合

名取川水系における既設ダム群の連携運用



５．豪雪地域の暮らし向上プロジェクト １／２

雪と共存する地域形成のため、豪雪地域における冬期間の安全・安心・快適な生活と地域間の交流・
連携を支える雪対策を推進するとともに、雪を貴重な地域資源ととらえた取組を促進する。

安全で安心・快適な暮らしの確保

豪雪地域における
課題

■降雪・積雪による日常生活、経済活動の支障 ■雪による暮らしの障害

・国県道の冬期交通不能区間延長比約８．４％（全国最長）
・豪雪による道路通行止め
（Ｈ１８豪雪：国道、地方道合わせて200回以上の

通行規制）
・冬期の気象条件による渋滞や交通事故の発生

・雪氷熱エネルギーの普及
・雪を付加価値とした商品開発
・観光客の冬期間の落ち込み
「ピーク（８月）の1/3（１２～２月平均）」

■利雪・親雪・楽雪の取組

圏域面積の８５％
豪雪地帯に指定

・雪崩、地吹雪の発生
・日々の雪下ろし、雪片付けの労働負担
（Ｈ１８豪雪：全国死者152名、内東北圏81名
その約７割が６５歳以上）

弘前市地域ＩＣＴ利活用モデル構築事業の取組概念図（弘前市提供）

◆安全な暮らしの確保
○克雪住宅の普及・宅地内雪処理対策等により雪国定住を促進
○市街地における融雪型歩道、生活に身近な通学路等の歩道整備やバリアフリー化

◆雪下ろし・雪片付け等の負担軽減
○除排雪機能を付加した河川や下水道の整備
○除雪ボランティアの確保

◆産・学・官・民の連携による雪対策
○「やまがたゆきみらい推進機構」の活動等

◆冬期交通ネットワークの確保
○ＩＣＴを活用した適時・適切な道路除排雪、雪みち情報発信

市町村

ボランティア
メンバー

県

除雪活動
依頼 参加登録

申出

派遣依頼

除雪活動

参加

除雪活動
詳細連絡メンバー

登録

高齢者世帯
雪かき希望世帯スノーバスターズ

（ボランティアメンバー）

情報提供

出動

民生委員・
ホームヘルパー

住民・
郵便配達員・
宅配便運転手

積雪状況
確認

雪かき希望世帯、
必要世帯の調査

積雪情報
の収集

除雪ボランティア 「スコップ」（新潟県）の
取組概念図

除雪ボランティア 「スノーバスターズ」
（岩手県西和賀町）の取組概念図

雪下ろし雪下ろし・・雪片付け等の負担軽減雪片付け等の負担軽減
（除雪ボランティアの確保）（除雪ボランティアの確保）

冬期交通ネットワークの確保冬期交通ネットワークの確保
（（ＩＣＴＩＣＴをを活用活用した適時・適切な道路除排雪、雪みち情報発信）した適時・適切な道路除排雪、雪みち情報発信）

８



青森市

上越市

奥州市

南魚沼市

西和賀町横手市

羽後町

湯沢市
東成瀬村

金山町

鶴岡市
新庄市

舟形町

大石田町

村山市飯豊町
高畠町

北塩原村

昭和村

喜多方市

西会津町

南会津町

川西町

八幡平市

５．豪雪地域の暮らし向上プロジェクト ２／２
雪を貴重な地域資源ととらえた取組

豪雪地域における安全・安心・快適な暮らしの確保

◆雪氷熱エネルギーの導入促進
○生産施設、複合文化施設等への導入
○個人住宅への導入支援

◆雪を付加価値とした商品開発
○雪室貯蔵の米、野菜、ワイン、日本酒等の商品開発

◆冬の魅力発信による冬期観光の活性化
○東北の冬の日常を体験する観光プログラムを開発
○「みちのく五大雪祭り推進協議会」による北東北冬のまつり情報を発信

東北圏の主な雪氷熱利用状況
東北経済産業局ＨＰ等

山形県川西町の雪冷房システムの概念図：川西町提供）

雪中貯蔵によ
り米、日本酒等
に付加価値を
つけている
（上越市）

みちのく
５大雪まつり 八戸えんぶり秋田なまはげ

横手かまくら

弘前城
雪燈籠まつり 岩手雪まつり

八戸市、弘前市、男鹿市、横手市、雫石町、各観光連
盟等により構成された協議会により、冬のまつりを「み
ちのく五大雪祭り」として情報発信(出典：各関係県、

市、町ＨＰ）

雪国特有の気候風土を観
光資源化する「五所川原
市の雪国地吹雪体験プロ
グラム」

(出典：五所川原市ＨＰ）

雪室・貯蔵施設

公共施設

その他 (雪ダム・民間施設）

豪雪地帯地域指定

■凡　例

エコスノードーム

エコスノードームへの
給雪作業

機械室

熱交換

フレンドリー
プラザ内の循環

エコスノードーム
雪解け水の循環

雪エネルギー学習用

表示設備
冷 風

川西町フレンドリープラザ
（図書館、劇場等）

出典：安塚の農産物販売所「雪だるま物産館」ＨＰ

雪氷熱エネルギーの導入事例雪氷熱エネルギーの導入事例 （総合文化施設）（総合文化施設）

雪を付加価値とした商品開発の事例雪を付加価値とした商品開発の事例 （雪室米、雪中熟成酒等（雪室米、雪中熟成酒等））

冬の魅力発信による冬期観光の活性化冬の魅力発信による冬期観光の活性化

９



東北発コンパクトシティとは東北発コンパクトシティとは

都市周辺に広がる農山漁村地域と有機的な共生を図り、近隣市町村と都市機能を補完しあうコンパクトシティ都市周辺に広がる農山漁村地域と有機的な共生を図り、近隣市町村と都市機能を補完しあうコンパクトシティ

６．都市と農山漁村の連携・共生による
持続可能な地域構造形成プロジェクト （１／２）

都市や農山漁村がそれぞれ保有している都市的サービスや地域資源等を相互に活かし合う持続可
能で利便性の高い地域及び都市の形成を図る。（東北発コンパクトシティの形成）

圏域連携の
課題

■都市と周辺農山漁村の有機的な関係の再構築が重要■都市規模が小さく、都市機能の相互補完が重要
・都市が連担しているのではなく（都市間距離は全国平均の1.3倍）、

都市の周辺には農村が存在している地域特性にあり、都市と農山
漁村の有機的な関係を構築していくことが需要。

・都市規模の小さな都市が多く、今後の人口減少問題を踏ま
えると都市単独で都市機能を完備することは困難であり、
各都市間で都市機能を補完し合うことが重要。

取組項目取組項目

■都市の連携による都市機能の効率的利用

■都市と農山漁村の連携と共生した関係の再構築

■地域間を結ぶインフラ整備と公共交通の確保

■都市機能の集約・高度化による効率的でコンパクトな都市づくり

■都市の連携による都市機能の効率的利用

■都市と農山漁村の連携と共生した関係の再構築

■地域間を結ぶインフラ整備と公共交通の確保

■都市機能の集約・高度化による効率的でコンパクトな都市づくり

▲東北発コンパクトシティイメージ図

１０

●基本方針
 

凡 例 

 市街地 

 集落 

 農地 

 広域幹線道路 

 幹線道路 

 市町村道 

 鉄道 

  

基本方針１ 

個々の都市におけるコンパクトなまちづくり 

基本方針３ 

近隣市町村との都市機能 

の補完・分担 

基本方針２ 

都市と農山漁村地域の 

連携・共生 

 

 

 

 

基本方針１：個々の都市におけるコンパクトなまちづくり 

都市（市街地）

Ａ市 
農山漁村地域

集落

基本方針２：都市と農山漁村地域の連携・共生 

※市町村によっては市街地が

複数ある場合もあります。 

Ａ市 

Ｃ町Ｂ市

基本方針３：近隣市町村との都市機能の補完・分担 

※市町村によっては農山漁村地域がない場合もあります。



■都市と農山漁村の連携と共生した関係の再構築■都市と農山漁村の連携と共生した関係の再構築

◆都市と農山漁村における適正な土地利用を推進

◆グリーン・ツーリズムや廃校の有効

活用などにより、体験・交流を促進

◆学校給食・社員食堂等への地場農

林水産物等の供給などにより、都市

と農山漁村の連携を促進

◆産地直売所・道の駅を活用したイベ

ント情報の提供や地場農林水産物等

の販売などにより、農山漁村の活性

化を促進

◆都市と連携した二地域居住の促進により広域交流を形成

◆都市と農山漁村における適正な土地利用を推進

◆グリーン・ツーリズムや廃校の有効

活用などにより、体験・交流を促進

◆学校給食・社員食堂等への地場農

林水産物等の供給などにより、都市

と農山漁村の連携を促進

◆産地直売所・道の駅を活用したイベ

ント情報の提供や地場農林水産物等

の販売などにより、農山漁村の活性

化を促進

◆都市と連携した二地域居住の促進により広域交流を形成

地元生産者 地元販売者

地元消費者

地産地消
地域で生産されたものを、地域で消費

農山漁村

都市

地元生産者 地元販売者

地元消費者

地産地消
地域で生産されたものを、地域で消費

農山漁村

都市

▲地産地消の取組概念図

■都市の連携による都市機能の効率的利用■都市の連携による都市機能の効率的利用

都市と農山漁村の共生と連携を推進する持続可能な地域構造の実現
１１

６．都市と農山漁村の連携・共生による
持続可能な地域構造形成プロジェクト （２／２）

◆市町村間における介護・医療施設など福祉・医療サービス
等の提供に係わる連携を推進

◆市町村間における運動公園や
図書館等の共同利用など教育、
文化施設等の利用に係わる連携
の検討を推進

◆市町村間における公共
施設等の休館日の調整等
に係わる検討を推進

◆複数の市町村が連携
して、圏域の特性を
活かした地域づくりを推進

◆市町村間における介護・医療施設など福祉・医療サービス
等の提供に係わる連携を推進

◆市町村間における運動公園や
図書館等の共同利用など教育、
文化施設等の利用に係わる連携
の検討を推進

◆市町村間における公共
施設等の休館日の調整等
に係わる検討を推進

◆複数の市町村が連携
して、圏域の特性を
活かした地域づくりを推進

○○診療所

A市

○○診療所

総合病院
総合病院

B市

C町

図書館

図書館

高

高

都市機能の連携

○○診療所○○診療所

A市

○○診療所○○診療所

総合病院総合病院
総合病院

B市

C町

図書館

図書館

高高

高高

都市機能の連携

▲都市機能の連携概念図

■都市機能の集約・高度化による効率的でコンパクトな都市づくり■都市機能の集約・高度化による効率的でコンパクトな都市づくり

◆指針、ビジョン等の策定を通じて、コンパクトな都市づくりを推進

◆中心市街地活性化基本計画に基づく中心市街地活性化の取組
を推進

◆公共施設及び都心居住住宅等の複合施設などの整備を推進

◆都市機能のまちなか集積
を推進

◆空き店舗や空き家の利用
など、既存ストックの有効
活用を推進

◆不動産の所有と利用の分
離手法を用いて、中心商店
街再生化の取組支援を促進

◆指針、ビジョン等の策定を通じて、コンパクトな都市づくりを推進

◆中心市街地活性化基本計画に基づく中心市街地活性化の取組
を推進

◆公共施設及び都心居住住宅等の複合施設などの整備を推進

◆都市機能のまちなか集積
を推進

◆空き店舗や空き家の利用
など、既存ストックの有効
活用を推進

◆不動産の所有と利用の分
離手法を用いて、中心商店
街再生化の取組支援を促進

住
宅
等

公
共
施
設

シンボルロード整備

民間と行政が連携した
商業施設

複合施設整備

既存ストックの有効活用

都市施設の
まちなか
移転・立地

オープンスペースの整備

空き店舗・空き家の
解消

既存建築物の
再生・活用

住
宅
等

公
共
施
設

シンボルロード整備

民間と行政が連携した
商業施設

複合施設整備

既存ストックの有効活用

都市施設の
まちなか
移転・立地

オープンスペースの整備

空き店舗・空き家の
解消

既存建築物の
再生・活用

住
宅
等

公
共
施
設

シンボルロード整備

民間と行政が連携した
商業施設

複合施設整備

既存ストックの有効活用

都市施設の
まちなか
移転・立地

オープンスペースの整備

空き店舗・空き家の
解消

既存建築物の
再生・活用

シンボルロード整備

民間と行政が連携した
商業施設

複合施設整備

既存ストックの有効活用

都市施設の
まちなか
移転・立地

オープンスペースの整備

空き店舗・空き家の
解消

既存建築物の
再生・活用

■地域間を結ぶインフラ整備と公共交通の確保■地域間を結ぶインフラ整備と公共交通の確保

◆幹線道路及び生活道路等の一体的な整備や既存道路の

長寿命化の推進などにより、都市と農山漁村の連携や都市

間連携を支援

◆情報通信ネットワーク

の整備推進とその

活用を通じて地域の

連携を支援

◆多様な主体の連携により、デマンド型

乗合タクシー等の導入を推進

◆地域住民やまちづくり団体、観光地等と連携した鉄道・航路等

の公共交通の維持確保に向けた取組を促進

◆幹線道路及び生活道路等の一体的な整備や既存道路の

長寿命化の推進などにより、都市と農山漁村の連携や都市

間連携を支援

◆情報通信ネットワーク

の整備推進とその

活用を通じて地域の

連携を支援

◆多様な主体の連携により、デマンド型

乗合タクシー等の導入を推進

◆地域住民やまちづくり団体、観光地等と連携した鉄道・航路等

の公共交通の維持確保に向けた取組を促進

まちなか拠点

自宅

予約センター

車両に指示

商店街 病院

電話で予約

まちなかに行くとき

自宅付近から
まちなか拠点に

受付
車両に指示

まちなか拠点から
自宅付近に

予約センター

電話で予約

受付

帰るとき

まちなか拠点

自宅

予約センター

車両に指示

商店街 病院

電話で予約

まちなかに行くとき

自宅付近から
まちなか拠点に

受付
車両に指示

まちなか拠点から
自宅付近に

予約センター

電話で予約

受付

帰るとき

まちなか拠点

自宅

予約センター

車両に指示

商店街 病院

電話で予約

まちなかに行くとき

自宅付近から
まちなか拠点に

受付
車両に指示

まちなか拠点から
自宅付近に

予約センター

電話で予約

受付

帰るとき

▲デマンド型乗合タクシー概念図

▲中心市街地活性化の取組概念図



医師不足や医師の偏在等により地域医療が危機的状況である中、中山間地域等の条件の厳しい地域での医療体制
の整備による持続可能な地域社会の実現を図るため、医師の確保等に向けた支援を推進するとともに、ドクターヘリを
活用した救急医療体制や県域を越えた救急搬送体制、遠隔医療体制の構築、がん医療の均てん化を推進する。

医師確保対策の推進

ドクターヘリを活用した高度な
救急医療の確保

救急医療情報システムや格子状
骨格道路等を活用した救急搬送
体制の構築

７．地域医療支援プロジェクト

画像診断による遠隔医療体制の
構築

◆医師不足が顕著な地
域への医師の派遣

◆無医地区等への広域
的な連携による日常
的な受診機会の確保

◆医師不足が生じてい
る地域で医療に従事
する医師の養成

◆地域医療の再生に対
する住民等の主体
的な取組の推進とそ
の支援

◆医師不足が顕著な地
域への医師の派遣

◆無医地区等への広域
的な連携による日常
的な受診機会の確保

◆医師不足が生じてい
る地域で医療に従事
する医師の養成

◆地域医療の再生に対
する住民等の主体
的な取組の推進とそ
の支援

◆救命救急センターを有する病院へのドクター
ヘリの導入等、国や県の連携による高度な
救急医療の確保を推進

◆救命救急センターを有する病院へのドクター
ヘリの導入等、国や県の連携による高度な
救急医療の確保を推進

ドクターヘリ (出典 福島県提供）ドクターヘリ (出典 福島県提供）

救急車退出路
（出典 東北地方整備局ＨＰ）

救急車退出路
（出典 東北地方整備局ＨＰ）

◆画像診断の技術開発や活用に向けた検
討の推進により、遠隔医療体制を構築

◆画像診断の技術開発や活用に向けた検
討の推進により、遠隔医療体制を構築

決 定

求人者 求職者

ドクターバンク
（登録）

面接面接

求職票提出求人票提出

▲求人相談
求職者の紹介

▲求職相談
求人者の紹介

求人者より採否通知書の提出

医療サービスの充実による人に優しい圏域づくり

■医師不足・医師の偏在 ■第三次救急医療機関60分到達圏域外の地域が多数存在

・特に中山間地域等の条件の厳しい地域で深刻な状況
・東北圏は、他圏域に比べ、第三次救急医療機関の60分到

達圏から外れる地域が多い

医療サービスの
課題

第三次救急医療機関へ
60分以内で到達できる圏域

ドクターバンクの例（出典 山形

県ホームページをもとに作成）

ドクターバンクの例（出典 山形

県ホームページをもとに作成）

がん医療の均てん化の推進

◆東北各県のがん医療水準の均てん化や情報共有を推進
◆がん医療に係る人材の育成を推進するため、各県の大

学、がん診療連携拠点病院による広域ネットワークを
構築

◆東北各県のがん医療水準の均てん化や情報共有を推進
◆がん医療に係る人材の育成を推進するため、各県の大

学、がん診療連携拠点病院による広域ネットワークを
構築

◆隣県や医療機関の
連携により、東北
圏における救急医
療情報システムの
受入可否情報等の
共有化や搬送ルー
ルの確立に向けた
検討を推進

◆格子状骨格道路
ネットワークや救急
車退出路、アクセ
ス道路の整備を
推進

◆隣県や医療機関の
連携により、東北
圏における救急医
療情報システムの
受入可否情報等の
共有化や搬送ルー
ルの確立に向けた
検討を推進

◆格子状骨格道路
ネットワークや救急
車退出路、アクセ
ス道路の整備を
推進

※第三次救急医療機関：重症及び複数の診療科領域にわたる全
ての重篤な救急患者を２４時間体制で受け入れる機関

※第三次救急医療機関：重症及び複数の診療科領域にわたる全
ての重篤な救急患者を２４時間体制で受け入れる機関

１２

凡例

60分到達圏

高規格幹線道路

供用区間
その他区間

地域高規格道路

供用区間
その他区間

第三次救急医療機関

救急車退出路

（平成１９年度末時点）



８．次世代自動車関連産業集積拠点形成プロジェクト １／２

主な産業集積地域

大学等の研究開発

主な港湾

自動車関連産業の次世代技術の集積による拠点を形成し、東北圏の自立的な経済圏の構築を図るため、次世代
技術の研究開発及び普及を推進し、高度技術やものづくり人材の育成・企業立地の推進・域内調達率の向上・物流
機能の強化を推進する

■相次ぐ自動車関連産業の立地、人材育成の動きが活発化

■基礎技術産業・電気機械産業の集積

・産学官のネットワーク組織である「とうほく自動車産業集積連携
会議」が中心となった企業立地が展開
・産学官連携による組込ソフトウェアの技術者養成などが活発化

・自動車部品産業で必要とされる鋳造・鍛造・切削加工などの基
盤技術を有する地場企業が存在

・急速な車のエレクトロニクス化の進展によって、東北圏の主力
産業である電気機械産業の自動車産業への参入が見込まれる

産業集積等の
ポテンシャル

■産業の活性化
・県民所得の減少傾向、担い手の流出
・産業の集積による雇用の確保と産業の活性化が必要

◆北上川流域地域
・北上川流域ものづくりネットワーク等をはじめとする
産学官連携による地域企業の技術力の強化を図る

など東北圏のものづくり人材育成を先導する

●岩手大学
・自動車用高度部材生産技術の研究開発
・大学院に金型・鋳造工学専攻の設置によるものづく
り高度技術者の育成

◆広域仙台地域
・みやぎカーインテリジェント人材育成センターでの

カーエレクトロニクス技術者の養成等開発系人材の
育成を先導する。

●東北大学
・次世代自動車用高性能蓄電システムの開発
・水素貯蔵材料先端基盤研究などの素材、システム
開発

◆山形・米沢地域

●山形大学
・自動車の軽量化を図るための鋼板等に変わる
代替素材の開発

・有機ＥＬの開発

自動車分野の地域間連携

連携

連携

連携

連携

連携

連携

完成車の生産工場など企業の
立地が展開されている主な地域

連
携

連
携

連

携

完成車生産拠点

完成車生産拠点

自動車のモジュール・ユニット
部品の供給拠点

◆
秋
田
北
部

横
手
地
域

◆
新
潟

長
岡

◆
庄

内

地

域

◆
青
森
・弘
前

八
戸
地
域

◆
広
域
郡
山
地
域

◆
い
わ
き
地
域

１３各各 集集 積積 拠拠 点点 とと のの 連連 携携 をを 強強 化化



８．次世代自動車関連産業集積拠点形成プロジェクト ２／２

自動車関連産業の一大集積拠点

人 材 の 育 成

◆高度なものづくり・研究開発の人材育成
（カーエレクトロニクス技術者）

◆工業高校等での専攻科設置など産業界と教育界の
連携によるものづくり人材の育成

（生産現場における技能系・技術系の中核技術者）

◆高度なものづくり・研究開発の人材育成
（カーエレクトロニクス技術者）

◆工業高校等での専攻科設置など産業界と教育界の
連携によるものづくり人材の育成

（生産現場における技能系・技術系の中核技術者）

連携による人材育成・確保

各県・市町村

大学・高専等
教育界

地域企業等
産業界

企業立地の推進、域内調達率の向上

◆とうほく自動車産業集積連携会議等によるＰＲ、交流機会の
創出、トップセールス

◆とうほく自動車産業集積連携会議による地域企業の技術・
製品等の販路拡大のための展示・商談会の開催

◆各県連携によるセミナー・講演会・企業見学会等の取組の
展開

◆各県の組込み技術研究会等による組込みソフトウェア技術
の集積促進

◆とうほく自動車産業集積連携会議等によるＰＲ、交流機会の
創出、トップセールス

◆とうほく自動車産業集積連携会議による地域企業の技術・
製品等の販路拡大のための展示・商談会の開催

◆各県連携によるセミナー・講演会・企業見学会等の取組の
展開

◆各県の組込み技術研究会等による組込みソフトウェア技術
の集積促進

拠点間連携各種研究会活動企業見学会

展示商談会
メーカーと
地域企業の
交流機会創出

企業間
ネットワーク展開

トップセールス 各種セミナー開催

域 内 調 達 率 向 上

物 流 機 能 の 強 化

◆自動車や関連部品等の輸
送の円滑化のための複合
一貫輸送ターミナル等を整
備し、生産拠点機能を強化

◆生産拠点と港湾を体系的に
結ぶ格子状骨格道路ネット
ワークを形成し、産業集積を
推進

◆自動車や関連部品等の輸
送の円滑化のための複合
一貫輸送ターミナル等を整
備し、生産拠点機能を強化

◆生産拠点と港湾を体系的に
結ぶ格子状骨格道路ネット
ワークを形成し、産業集積を
推進

出典 東北地方整備局出典 東北地方整備局

◆「ＴＯＨＯＫＵものづくりコリドー」における次世代
自動車技術のニーズを先取りした研究開発

◆大学での高性能蓄電システム、自動車の軽量化のた
めの代替素材などの研究開発

◆北東北３県の連携による環境や安全性など新技術の
創出に向けた共同研究

◆中東北３県の公設試験研究機関の連携による自動車
用部材の加工技術の共同研究など

◆「ＴＯＨＯＫＵものづくりコリドー」における次世代
自動車技術のニーズを先取りした研究開発

◆大学での高性能蓄電システム、自動車の軽量化のた
めの代替素材などの研究開発

◆北東北３県の連携による環境や安全性など新技術の
創出に向けた共同研究

◆中東北３県の公設試験研究機関の連携による自動車
用部材の加工技術の共同研究など

次世代技術等の研究開発の推進及び導
入促進等 内燃機関自動車から非内燃機関自動車へ

（プラグインハイブリッド車・電気自動車・燃料電池車へ）

車体構成素材の軽量化・高強度部材化へ
（アルミ・炭素繊維強化プラスチック・高張力鋼へ）

自動車のエレクトロニクス化・高機能電池や
組み込みソフトウェア企業の進出による

東北圏の電気機械・電子デバイス産業との融合

大学・公設試験研究機関・企業など
による次世代自動車技術の
ニーズを先取りした研究開発

◆電気自動車（EV）、プラグインハイブリッド車（ｐHV)
の導入促進と充電施設の整備

◆電気自動車（EV）、プラグインハイブリッド車（ｐHV)
の導入促進と充電施設の整備

燃料タンク

モーターエンジン バッテリー

バイオエタノール車

プラグインハイブリッド車

電気自動車

燃料電池車

次世代自動車技術の研究開発次世代自動車技術の研究開発

１４

今後の次世代自動車技術の展開



東北圏の基幹産業であり地場産業でもある農業・水産業の活性化のため、安全・安心で高品質な東北産農産物等の提供、付加価値の高い
商品の創出による需要発掘と販路拡大を図り、食料自給率向上、地産地消を図り、収益力を向上させる。また、農業技術開発、担い手の育
成・確保、農地の有効活用及び流通基盤の整備を図ることにより、力強い持続可能な農業・水産業を構築する。

９．農業・水産業の収益力向上プロジェクト １／２

■担い手 ■農業産出額、食料自給率
・農家数・農家人口の減少、農業従事者の高齢化が進行
・新規就農者は、横ばい傾向
・建設業を中心とした異業種の農業参入

・依然として米の依存度が高い
・農業産出額が２０年前に比べ３３％減（米は半減）
・食料自給率は１０４％だが、米を除いた自給率が低い（３１％）

（カロリーベース）

農業・水産業の
課題・ポテンシャル

東北産農産物等の収益力向上に向けた取組

［消費者ニーズに対応した安全安心で高品質な農産物等の生産］

◆環境と共生する産地づくりを目指した農業生産工程管理の導入

◆飼料用米を活用した安全で高品質な豚の飼育

［消費者ニーズに対応した安全安心で高品質な農産物等の生産］

◆環境と共生する産地づくりを目指した農業生産工程管理の導入

◆飼料用米を活用した安全で高品質な豚の飼育

冷凍に適した米の収穫

冷凍押し寿司

地域活性化支援事務局：農商工連携 認定事業者地元魚介類を使った新感覚冷凍押し寿司

豚肉のブランド化

飼料用米の生産・利用による
ブランド豚の生産

飼料用米の生産・利用による
ブランド豚の生産

飼料用米生産
（農業生産者）

飼料用米
集荷・乾燥・保管

（ＪＡ）

飼料用米の配合加工
（飼料事業者）

飼料用米の養豚利用
豚肉の加工
（畜産事業者）

生活クラブ・生協
（消費者）

［付加価値の高い商品の創出］

◆地域の中小企業者と農水産業者の連携による 地域米と地元産

魚介類等による新商品創出

［付加価値の高い商品の創出］

◆地域の中小企業者と農水産業者の連携による 地域米と地元産

魚介類等による新商品創出

魚介類・押し寿司の
冷凍加工技術事業者

チルド・冷凍の米飯用に
適した米の栽培
（地元農協）

冷凍押し寿司開発、製造販売 冷凍に適した米の生産・提供

地元の農業生産者

（地元産の米）
地元の漁業者

（地元の魚介類）

生
産

指
導

連携体
冷凍寿司市場へ

地元産米と地元魚介類を使った
新商品の開発・製造・販売（農商工連携）
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９．農業・水産業の収益力向上プロジェクト ２／２

東北圏の総合力で支える持続可能な農業・水産業の創出

［農業技術開発、多様な担い手の育成・確保］
◆温暖化による農作物の生育、収量、品質等への影響解明と対

策に係る技術開発
◆建設業等他産業からの農業参入企業支援、研修会の実施
◆宮城県での「アグリビジネス経営者養成講座」や高度な生産技

術や経営技術の習得を図る「いわてアグリフロンティアスクー
ル」等でのマーケティングの知識習得など経営者としての知識
と能力を養成

［農業技術開発、多様な担い手の育成・確保］
◆温暖化による農作物の生育、収量、品質等への影響解明と対

策に係る技術開発
◆建設業等他産業からの農業参入企業支援、研修会の実施
◆宮城県での「アグリビジネス経営者養成講座」や高度な生産技

術や経営技術の習得を図る「いわてアグリフロンティアスクー
ル」等でのマーケティングの知識習得など経営者としての知識
と能力を養成

農業者・食品事業者の自社商品のアピール
「農林水産物・食品輸出オリエンテーションの会（東北エリア）」

輸出産品発掘会（東北農政局ＨＰ）

農業技術開発、多様な担い手の育成・確保と農地の有効活用

マーケティング等の知識習得による農業の企業人養成
「アグリビジネス起業家育成講座」（宮城県ＨＰ）

◆各県が連携した物産フェア等の共同開催や
関係団体の連携による輸出促進セミナーの
開催

◆各県が連携した物産フェア等の共同開催や
関係団体の連携による輸出促進セミナーの
開催

［食料自給率の向上と地産地消の推進］

◆小麦粉消費量の１０％以上を米粉に置き換えるにいがた発「Ｒ１０プロジェクト」の推進など新たな
消費拡大

［食料自給率の向上と地産地消の推進］

◆小麦粉消費量の１０％以上を米粉に置き換えるにいがた発「Ｒ１０プロジェクト」の推進など新たな
消費拡大

【効 果】
自給率の高い米の有効活用、耕作放棄地の解消 他

◆学校給食などでの米粉パン給食や地域
企業の社員食堂での地元食材活用な
ど、地産地消の推進

◆学校給食などでの米粉パン給食や地域
企業の社員食堂での地元食材活用な
ど、地産地消の推進

米粉パン・米粉めんの学校給食導入（東北農政局ＨＰ）米粉パン・米粉めんの学校給食導入（東北農政局ＨＰ）

◆道の駅を利用した地場産農畜産物の直売◆道の駅を利用した地場産農畜産物の直売

道
の
駅
三
本
木

「や
ま
な
み
」

直
売
所

（大
崎
市
Ｈ
Ｐ
）

道
の
駅
三
本
木

「や
ま
な
み
」

直
売
所

（大
崎
市
Ｈ
Ｐ
）
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米生産者

製粉・食品会社
消費者

米粉の循環モデルの確立米粉の循環モデルの確立

にいがた発「Ｒ１０プロジェクト」

全国への情報発信などにより
国民的な取組に拡大

米粉を１０％以上配合した
「小麦粉製品」（パン・ラーメン等）の普及、

米粉を主原料とした
「米粉製品」の普及

［需要の発掘、販路拡大に向けた取組の推進］
◆産地、製粉業者、食品関連企業等と結びついた

モデル事業の創出、新商品の開発支援、
料理コンテストなどによる
情報発信

［需要の発掘、販路拡大に向けた取組の推進］
◆産地、製粉業者、食品関連企業等と結びついた

モデル事業の創出、新商品の開発支援、
料理コンテストなどによる
情報発信

東北農政局（ＨＰ）東北農政局（ＨＰ）

米粉利用拡大セミナーでの試食会
東北米粉利用推進連絡協議会主催

米粉利用拡大セミナーでの試食会
東北米粉利用推進連絡協議会主催

米粉パン製造
新潟県農業総合研究所
食品研究センター（ＨＰ）

米粉パン製造
新潟県農業総合研究所
食品研究センター（ＨＰ）

［農地の有効活用］

◆耕作放棄地の有効活用の
ための体制整備

◆耕作放棄地解消に向けた
農業従事者等への情報発信、
企業等によるシンクタンクの
設置による方策検討

［農地の有効活用］

◆耕作放棄地の有効活用の
ための体制整備

◆耕作放棄地解消に向けた
農業従事者等への情報発信、
企業等によるシンクタンクの
設置による方策検討

多様な担い手の育成・確保

他産業からの新規参入等
への就農支援研修（東北農政局HP）



１０．「日本のふるさと・原風景」を体験できる滞在型観光圏の創出プロジェクト（1/2）

観光交流の課題

「日本のふるさと・原風景」を体験できる滞在型観光圏の創出

・東北圏は西日本、東アジアからの訪問率が他の圏域と比べて低い
・訪日外国人旅行者訪問率は3.6％と低い

・東北圏は豊富な観光資源を十分に活かし切れておらず、観光
地としての認知度も低い

■観光地としての認知度の低さ ■訪問率の低さ

東北圏の豊富な観光資源を活用した観光交流の拡大による地域・経済の活性化を図るため、 「温泉」「食」「祭り」「田園風景」など、「日本のふ

るさと・原風景」を象徴する観光資源を地域一体となって発掘・磨き上げ、ゆっくり、のんびりと東北の魅力を体験し、より長く滞在が可能な観光
圏を創出するとともに、観光客が旅行しやすい環境づくりを進め、西日本、東アジアを中心にＰＲ、プロモーション活動の展開等を推進する。

◆「日本のふるさと・原風景」を象徴する地域資源の発掘・磨き上げ
・地域協議会等による「日本のふるさと・原風景」を象徴する「田園風景」「雪」など
の地域資源を発掘

・発掘した地域資源から「見る」「感じる」「味わう」ことができる体験型観光メニュー
を開発

・日本風景街道の推進や歴史を生かしたまちなみ景観の形成など地域の関係者
の協働による「日本のふるさと・原風景」の創成を推進

体験型観光メニューづくり

地吹雪体験ツアー（青森
県五所川原市）

◆「日本のふるさと・原風景」を体験できる観光圏の形成
・グリーン・ツーリズムやエコツーリズム、豊富な温泉資源を活用した温泉療養、
地場産食材を活用した地元名物料理体験、雪を活かした地吹雪体験・かまくら
体験など多種多様な体験型観光メニューを組み合わせた観光圏の形成
・北海道や北関東などの他圏域と連携した広域観光圏を創出
・ストーリー性・テーマ性をもった周遊型観光ルートを開発

地域資源の発掘

体験型観光メニューの創出

地域のリーダーの育成 ボランティアガイドの育成

Ｄ

地域協議会

協議会
事務局

観光関係者農業関係者

交通事業者

商工会議所

ＮＰＯ

市町村

アドバイザー民間企業

助言

コーディネート

提案 遠野ふるさと村
わら細工、昔遊び、草餅づ
くり、炭焼き体験など昔の
生活を体験できる施設。

白神山地エコツアー（秋田
県八峰町）

・奥の細道ルート
・源義経ルート
・北前船ルート

松島

白河

酒田

男鹿
宮古

三厩

新潟

山寺

八戸

佐渡

象潟

深浦

平泉

旧新潟税関庁舎
（「みなとぴあ」（柳島町）に
ある旧新潟税関庁舎跡。）

山寺立石寺
（芭蕉が名句「閑さや岩にし
み入蝉の声」を詠んだ。）

中尊寺金色堂新覆堂【平
泉町】

歴史をテーマとした観光モデルルート
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観光客が旅行しやすい環境づくり

東北圏の認知度向上に向けた取組

◆官民一体となった効果的なプロモー
ション活動等

・東北観光推進機構や県境を超えた連携
により、西日本や東アジアをターゲットとし
た旅行業者、旅行雑誌など現地メディア
へのプロモーション活動を推進

・東北観光推進機構による情報サイトの設
置・運営を通じて、東北観光の総合的情
報をインターネット上に多言語で提供する
取組を促進

・観光と物産の連携を通じて、双方の効果
的なPRを推進

・交通事業者と地方公共団体等の連携に
より、効果的なプロモーション活動を推進

◆官民一体となった効果的なプロモー
ション活動等

・東北観光推進機構や県境を超えた連携
により、西日本や東アジアをターゲットとし
た旅行業者、旅行雑誌など現地メディア
へのプロモーション活動を推進

・東北観光推進機構による情報サイトの設
置・運営を通じて、東北観光の総合的情
報をインターネット上に多言語で提供する
取組を促進

・観光と物産の連携を通じて、双方の効果
的なPRを推進

・交通事業者と地方公共団体等の連携に
より、効果的なプロモーション活動を推進

◆東北圏内の移動手段を充実
・移動の円滑化を高める道路を整備
・高速バス等の共通フリーパス導入等に
より、利便性を向上

◆東北圏内の移動手段を充実
・移動の円滑化を高める道路を整備
・高速バス等の共通フリーパス導入等に
より、利便性を向上

◆外国人観光客に対応した環境整備等
・東アジアの観光客に対応した多言語併記
による観光案内板、ビジット・ジャパン案内
所を整備

◆外国人観光客に対応した環境整備等
・東アジアの観光客に対応した多言語併記
による観光案内板、ビジット・ジャパン案内
所を整備

◆東北圏への直接のアクセス機能の
強化

・他圏域からの快適な長距離移動を実
現する格子状骨格道路ネットワークの
形成や高速鉄道の整備、フェリー・大
型客船に対応した港湾施設を整備

・航空路線を活用した観光PR、空港アク
セス改善等の空港利便性向上PR等に
よる空港の利用を促進

◆東北圏への直接のアクセス機能の
強化

・他圏域からの快適な長距離移動を実
現する格子状骨格道路ネットワークの
形成や高速鉄道の整備、フェリー・大
型客船に対応した港湾施設を整備

・航空路線を活用した観光PR、空港アク
セス改善等の空港利便性向上PR等に
よる空港の利用を促進

（ 未供用）

（ 未供用）

青函インターブロック交流
圏構想推進協議会

（青森県、北海道（道南圏））

新幹線・青函トンネル・青函フェ
リーを活かした交流・連携

ＦＩＴ構想推進協議会
（福島県、茨城県、栃木県の県際地域）

３県県際地域の豊かな自然・伝統文化を活
かした交流・連携

やさしさと自然の温もり
ふくしま観光圏

（福島県：福島市、相馬市、二本
松市、伊達市）

バリアフリー観光の先進地域であ
ることを活かして、「人の優しさが
伝わるソフト事業」をキーワードに
観光圏を整備する。

雪国観光圏
（新潟県：魚沼市、南魚
沼市、湯沢町、十日町
市、津南町／群馬県：
みなかみ町／長野県：

栄村）

雪国の自然環境と文化
の魅力を国内外にア
ピールし、雪国観光圏
ブランドを確立する。

伊達な広域観光圏
（宮城県：仙台市、気仙沼市、
大崎市、登米市、松島町、南
三陸町、利府町／岩手県：一

関市、奥州市、平泉町）

平泉等の歴史・文化資源を
中心に、農林漁業等を活用
した体験プログラム等の充
実を目指す。

北東北三県観光立県
推進協議会

（青森県、岩手県、秋田県、関係市町
村など）

「自然景観」「温泉」「食」「祭り・歴史
的遺産」など、北東北三県が共通に
有する豊富な観光資源を活用した観
光ルートの形成及び誘客宣伝。

青森空港

秋田空港

いわて花
巻空港

仙台空港

福島空港

新潟空港

十和田湖

白神山地

八幡平

観光振興に係る広域連携と高速交通基盤

札幌・東京・
西日本・東アジア 札幌・西日本・

東アジア

１０．「日本のふるさと・原風景」を体験できる滞在型観光圏の創出プロジェクト（2/2）

国内外から多くの人が訪れる魅力ある観光交流圏

遠野

角館

陸
中
海
岸

鳴子

恐山

尾瀬

蔵王

磐梯山
弥彦山

札幌・西日本・
東アジア

札幌・西日本・
東アジア

北関東磐越五県
広域観光推進協議会
（茨城県、栃木県、群馬県、

福島県、新潟県）

伝統、自然、歴史、温泉、グ
ルメを巡るルート 佐渡

出羽三山

鳥海山

庄内空港

東京・西日本

会津・米沢地域観光圏
（福島県：会津若松市、喜多方市、
下郷町、南会津町／山形県：米

沢市）

「自然」「温泉」「食」「歴史」の地域
資源を活かしながら、連泊プラン、
朝夕の体験メニュー、景観整備や
泊食分離による「食」のＰＲ。

札幌・西日本・
東アジア・ロシア

札幌・東京・
西日本・東アジア
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１１．グローバル・ゲートウェイ機能強化プロジェクト（１／２）
自動車等の工業製品や農水産物等の輸出入、観光等の経済活動を支え、東北圏における自立経済圏の確立を

目指すため、産学官連携によるポートセールスの推進等により東北圏の港湾利用を促進させるとともに、物流効率
化の推進等により効率的な国際物流体系を構築する。

産学官連携による東北圏の港湾利用の促進
◆産学官連携によるポートセールスの推進
・産学官それぞれの優位性を発揮し連携して、荷主の視点に立った
効果的なポートセールスを行う体制の構築を推進

・荷主データベースの構築と活用により、効率的なポートセールスを
展開

・他圏域港湾から東北圏港湾への利用転換（成功）事例集を用い、
利用転換を促進

・物流活動を支える道路ネットワークの整備状況や
物流効率化の事例研究、物流支援施策等の情報を発信

◆東北圏の港湾を利用した小口混載（ＬＣＬ）サービスの普及促進
・東北圏内のＬＣＬサービス内容の周知や、他圏域港湾と比較した
輸送コスト及び輸送日数等のメリットの周知等、総合的な物流情
報の提供を通じ、東北圏の港湾を利用したＬＣＬ輸送の拡大を促進

・工業団地等における出前説明会を実施することなどにより、
潜在的な荷主の発掘を推進

◆東北圏の総合的な物流情報提供等による東北圏の港湾利用拡
大の促進
・国際展開準備や販路開拓等の支援により、荷主の育成及び量的
拡大を推進

工業団地等における出前説明会の実施
（出典：東北地方整備局）

（工業団地等）

効率的な国際物流
体系構築に向けた

現状の課題

■自地域港湾利用率は５割以下

■都市間距離は全圏域で も長い
・平均都市間距離が全国平均に比べ１．３倍と長い。
（東北圏約２９ｋｍ、全国平均２２ｋｍ）

・国際海上コンテナ貨物の圏域外港湾依存は５割以上。
（東北圏：４６％、全国平均：８５％）

出典：平成１５年度外貨コンテナ貨物流動調査

１９

東北港湾利用ケース 【仙台塩釜港】

コストコスト

リードタイムリードタイム

６万円

アトランタ工場工場（宮城県） 仙台塩釜港 ロサンゼルス港梱包会社

〔ﾄﾗｯｸ〕

CFS

〔ﾊﾞﾝﾆﾝｸﾞ〕

アトランタCFS

〔ﾄﾗｯｸ〕

コストコスト

リードタイムリードタイム

工場（宮城県） 東京港梱包会社

〔ﾄﾗｯｸ〕

CFS

〔ﾊﾞﾝﾆﾝｸﾞ〕

LCL公開輸送実験における“東北港湾の優位性”（実施結果）

コストコスト リードタイムリードタイム Co2Co2排出量排出量

▼ 東北港湾を利用することによって、京浜港に比べて以下のメリットが期待できる。

トータルコスト約18%削減！ リードタイム１日短縮！ Co2排出量約85%削減！

10万円 ２万円

京浜港利用ケース 【東京港】

２万円 22万円 ３万円 計45万円

12万円

〔ﾄﾗｯｸ×２台〕

12万円 ２万円 ２万円 24万円 計55万円

（注）上記のコストは、五千円以下を四捨五入した。トータルコストと日数は、赤枠の作業のみをカウントした。（ ）は参考値。為替レートは、USD=JPY110で計算。

当日 ２日 ２日 １日 ８日

１日 ２日 10日

計26日間

計27日間

（通関） （ﾊﾞﾝﾆﾝｸﾞ） （船積）

１日 １日

〔ﾄﾗｯｸ×２台〕

４日１日

（蔵置） （蔵置）

ロスCFS

〔ﾃﾞﾊﾞﾝﾆﾝｸﾞ〕 〔ﾄﾗｯｸ〕

１日３日 １日 (１日) (３日)

（船卸）（蔵置）（ﾃﾞﾊﾞﾝ）（蔵置）

１日１日 １日１日１日

（通関） （ﾊﾞﾝﾆﾝｸﾞ） （船積）（蔵置） （蔵置）

３万円

１日４日 １日 (１日) (８日)

（船卸）（蔵置）（ﾃﾞﾊﾞﾝ）（蔵置）

アトランタ工場ロサンゼルス港 アトランタCFSロスCFS

〔ﾃﾞﾊﾞﾝﾆﾝｸﾞ〕 〔ﾄﾗｯｸ〕

(１日) (１日)

(１日) (１日)

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

〔鉄道輸送〕

(２日)

（乗船検査） ※乗船検査の２日は、通常は
対象とならないため除外

１日

（蔵置）

２日 １日

（蔵置）

※余裕をもった工場出しのため、さらに５日の短縮が可能 ※国内での陸上輸送での比較

（輸送）

（輸送）

東北港湾利用ケース 【仙台塩釜港】

コストコスト

リードタイムリードタイム

６万円

アトランタ工場工場（宮城県） 仙台塩釜港 ロサンゼルス港梱包会社

〔ﾄﾗｯｸ〕

CFS

〔ﾊﾞﾝﾆﾝｸﾞ〕

アトランタCFS

〔ﾄﾗｯｸ〕

コストコスト

リードタイムリードタイム

工場（宮城県） 東京港梱包会社

〔ﾄﾗｯｸ〕

CFS

〔ﾊﾞﾝﾆﾝｸﾞ〕

LCL公開輸送実験における“東北港湾の優位性”（実施結果）

コストコスト リードタイムリードタイム Co2Co2排出量排出量

▼ 東北港湾を利用することによって、京浜港に比べて以下のメリットが期待できる。

トータルコスト約18%削減！ リードタイム１日短縮！ Co2排出量約85%削減！

10万円 ２万円

京浜港利用ケース 【東京港】

２万円 22万円 ３万円 計45万円

12万円

〔ﾄﾗｯｸ×２台〕

12万円 ２万円 ２万円 24万円 計55万円

（注）上記のコストは、五千円以下を四捨五入した。トータルコストと日数は、赤枠の作業のみをカウントした。（ ）は参考値。為替レートは、USD=JPY110で計算。

当日 ２日 ２日 １日 ８日

１日 ２日 10日

計26日間

計27日間

（通関） （ﾊﾞﾝﾆﾝｸﾞ） （船積）

１日 １日

〔ﾄﾗｯｸ×２台〕

４日１日

（蔵置） （蔵置）

ロスCFS

〔ﾃﾞﾊﾞﾝﾆﾝｸﾞ〕 〔ﾄﾗｯｸ〕

１日３日 １日 (１日) (３日)

（船卸）（蔵置）（ﾃﾞﾊﾞﾝ）（蔵置）

１日１日 １日１日１日

（通関） （ﾊﾞﾝﾆﾝｸﾞ） （船積）（蔵置） （蔵置）

３万円

１日４日 １日 (１日) (８日)

（船卸）（蔵置）（ﾃﾞﾊﾞﾝ）（蔵置）

アトランタ工場ロサンゼルス港 アトランタCFSロスCFS

〔ﾃﾞﾊﾞﾝﾆﾝｸﾞ〕 〔ﾄﾗｯｸ〕

(１日) (１日)

(１日) (１日)

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

〔鉄道輸送〕

(２日)

（乗船検査） ※乗船検査の２日は、通常は
対象とならないため除外

１日

（蔵置）

２日 １日

（蔵置）

※余裕をもった工場出しのため、さらに５日の短縮が可能 ※国内での陸上輸送での比較

（輸送）

（輸送）

北海道
178,387

東北
698,077

関東
4,580,777

北陸
227,252

中部
3,780,977

近畿
3,090,298

四国
275,951

中国
925,691

九州･沖縄
940,129

生産消費量
（単位：トン/月）

16.3%

83.7%

53.6% 46.4%

3.9%

96.1%

62.6%
37.4%

14.1%

85.9%

8.3%

91.7%
46.3% 53.7%

66.3%

33.7%

他地域
港湾
利用

自地域
港湾
利用

8.9%

92.1%

北海道
178,387

東北
698,077

関東
4,580,777

北陸
227,252

中部
3,780,977

近畿
3,090,298

四国
275,951

中国
925,691

九州･沖縄
940,129

生産消費量
（単位：トン/月）

16.3%

83.7%

53.6% 46.4%

3.9%

96.1%

62.6%
37.4%

14.1%

85.9%

8.3%

91.7%
46.3% 53.7%

66.3%

33.7%

他地域
港湾
利用

自地域
港湾
利用

8.9%

92.1%

8.9%

92.1%

外貿コンテナ貨物の自地域港湾利用率

注：自地域港湾利用率に内航
フィーダーの利用は含まない。

資料：平成15年度全国輸出入
コンテナ貨物流動調査より作成

他圏域港湾と比較したメリットの周知イメージ（出典：東北地方整備局）



１１．グローバル・ゲートウェイ機能強化プロジェクト（２／２）

東北圏における自立経済圏の確立

東北圏内の効率的な国際物流体系の構築

国際海上コンテナターミナル
整備イメージ（出典：国土交通省ＨＰ）

平成19年12月時点
道路

鉄道

農家

港湾

商店・家庭
オフィス

港湾

物流拠点

工場

工場

内貿ターミナル

内貿ターミナル

シームレスな貨物輸送（定時性、安定性）

静穏度の確保

・輸送コスト低減
・ＣＯ２削減

○効果○道路

鉄道

農家

港湾

商店・家庭
オフィス

港湾

物流拠点

工場

工場

内貿ターミナル

内貿ターミナル

シームレスな貨物輸送（定時性、安定性）

静穏度の確保

・輸送コスト低減
・ＣＯ２削減

○効果○

・輸送コスト低減
・ＣＯ２削減

○効果○

陸上輸送と海上輸送が円滑かつ迅速に結ばれた
複合一貫輸送のイメージ（出典：国土交通省ＨＰ）

◆東北圏内の物流効率化の推進
・国際海上コンテナターミナル等の物流拠点機能の強化を推進
・主要な都市や生産拠点と港湾を体系的に結ぶ格子状骨格道路
ネットワークの整備を推進
・公共埠頭の長期一体貸し付け制度利用の検討による物流拠点の
強化へ向けた取組を推進

・４５フィート国際海上コンテナの圏域内陸上輸送の
実現に向けた検討を推進

◆海上輸送と鉄道輸送を活用した複合一貫輸送
（シーアンドレール）の促進
・荷主意向調査、ポートセールス・インフラ整備・経営方式・
税関制度・荷役方法等の検討や社会実験等を通じて、
複合一貫輸送で日本とユーラシア大陸を結ぶ物流ルート
の構築を推進

・既存鉄道網等と港湾を活用した物流に関する調査・研究
等、物流効率化の取組を推進

サンクトペ
テルブルク

約２５日

約４０日

サンクトペテルブルグ

海上輸送ルート
（スエズ運河経由）

シベリア鉄道ルート

東北圏とロシア・サンクトペテルブルク間の輸送日数の短縮イメージ
※所要日数は秋田港を中継点とした場合（出典：東北地方整備局）

国内鉄道輸送ルートのイメージ
（出典：東北地方整備局）
※ルートは秋田港での実験時

２０

秋田北港駅

東青森駅
八戸貨物駅

盛岡貨物ターミナル駅

北上駅

仙台港駅

特定重要港湾

重要港湾

拠点空港
（国管理空港）

拠点空港
（特定地方管理空港）

地方管理空港

共用空港

（供用・未供用）高規格道路

地域高規格道路等 （供用・未供用）

新幹線 （供用・未供用）



１２．環日本海広域交流圏の形成プロジェクト（１／２）

成長著しい東アジアとの地理的近接性や、これまでの交流の歴史等のポテンシャルを活用した互恵関係の構築に
より、環日本海広域交流圏の形成を図るため、経済・人材交流や歴史・文化資源等を活かした交流プログラムの展
開を促進する。

■人、物、情報等の移動・交流の拡大、圏域全体の
経済社会の活性化

広域交流圏の形成へ
向けたポテンシャル・課題

◆経済交流の推進
・秋田・岩手シンガポール共同事業による経済交流を推進
・日本海沿岸に寄港するＲＯＲＯ船等を利用した農産物の輸出拡大を推進
・日中経済協力会議等を通じた中国東北部との経済協力を推進
・（財）環日本海経済研究所の研究成果を活用した東アジアとの経済交流を推進
・海上輸送による静脈物流ネットワークの構築に向けた港間連携の強化
・荷主意向調査、ポートセールス・インフラ整備・経営方式・税関制度・荷役方法等
社会実験等を通じて、複合一貫輸送で日本とユーラシア大陸を結ぶ物流ルート
の構築を推進

・国際海上コンテナターミナル等の物流拠点機能の強化を推進
・格子状骨格道路ネットワークの整備を推進
・貿易情報の広域的共有によりロシア市場への販路開拓・拡大等貿易を推進
・圏域内の空港間を結ぶ航空路線の実現に向けた検討を推進
・各都市間を結ぶ高速バスの乗り換えについて高速道路の料金所やサービス
エリア等の有効利用など利便性の向上に向けた検討を推進

・ロシア線、ハルビン線等の新潟空港の国際ネットワークを圏域内で
広域的に活用するための検討を推進

・上海空港への同一路線を相互に活用した圏域内空港間の連携を促進
・在来線の高速化による利便性の向上に向けた検討を促進

◆経済交流の推進
・秋田・岩手シンガポール共同事業による経済交流を推進
・日本海沿岸に寄港するＲＯＲＯ船等を利用した農産物の輸出拡大を推進
・日中経済協力会議等を通じた中国東北部との経済協力を推進
・（財）環日本海経済研究所の研究成果を活用した東アジアとの経済交流を推進
・海上輸送による静脈物流ネットワークの構築に向けた港間連携の強化
・荷主意向調査、ポートセールス・インフラ整備・経営方式・税関制度・荷役方法等
社会実験等を通じて、複合一貫輸送で日本とユーラシア大陸を結ぶ物流ルート
の構築を推進

・国際海上コンテナターミナル等の物流拠点機能の強化を推進
・格子状骨格道路ネットワークの整備を推進
・貿易情報の広域的共有によりロシア市場への販路開拓・拡大等貿易を推進
・圏域内の空港間を結ぶ航空路線の実現に向けた検討を推進
・各都市間を結ぶ高速バスの乗り換えについて高速道路の料金所やサービス
エリア等の有効利用など利便性の向上に向けた検討を推進

・ロシア線、ハルビン線等の新潟空港の国際ネットワークを圏域内で
広域的に活用するための検討を推進

・上海空港への同一路線を相互に活用した圏域内空港間の連携を促進
・在来線の高速化による利便性の向上に向けた検討を促進

環日本海地域の広域連携による東アジアとの互恵関係の構築

◆人材交流の促進
・留学生の県内企業への就職等ネットワーク形成を推進
・新潟大学等と中国・韓国・ロシア等環日本海地域の大学との連携により、学生の
交換、教員の研究交流など知的ネットワークの構築を促進

ブラゴヴェシチェンスク市で開催された日ロ沿岸市長会議

（財）環日本海経済研究所（ERINA）が提唱している北東アジア輸送回廊ビジョン

■文化、経済などのこれまでの交流の歴史の
活用

国際人材フェアにいがた

２１



１２．環日本海広域交流圏の形成プロジェクト（２／２）

環日本海広域交流圏の形成を目指す

◆歴史・文化資源等を活かした交流プログラムの展開
・鳥海山という共通の象徴を有する秋田県、山形県の連携による交流人口
の拡大に向けた取組を推進
・山形県、新潟県等の連携による文化・自然等の地域資源を活用した交流の
検討を促進
・山形県、新潟県、福島県等による地域資源、北前船による交流等共通の歴史、
文化・食をテーマにした新たな周遊ルートの開発により東アジアからの誘客を
推進
・北関東・磐越地域における広域観光ルートの開発・提案等、東アジア等の
外国人観光客との交流人口拡大に向けた取組を推進
・新潟・群馬・長野地域の連携による雪国という地域の特色を活かした文化
交流を推進

環日本海地域の広域連携による東アジアとの互恵関係の構築

山形山形

新潟新潟

東アジア東アジア

秋田秋田

２２

東アジアから
の誘客

鳥海山を活かした交流人口の拡大イメージ
環日本海地域（秋田・山形・新潟）による広域連携

共通の歴史・文化
資源を活かした
交流プログラム

の展開

交流人口
の拡大

北前船による交流



地域づくりに係る高度な専門性を有する大学等の学術研究機関が核となり、ＮＰＯ、産業団体及び行
政等で構成された多様な主体による地域づくり支援ネットワークである「地域づくりコンソーシアム」を創
出し、住民主体の地域づくりを支援する取組を推進する。

１３．地域づくりコンソーシアム創出による地域支援プロジェクト

東北圏民が一体となって地域を考え行動する圏域の実現

地域づくりコンソーシアムは、

参画主体の専門性・多様性、

地域との密着性及び民間

主体による経営手法等を有

する複合的な仕組みである。

将来的に、東北圏域全体を

活動対象エリアと想定して

いることから、全国に先

駆けた新しい地域づく

り支援システムとして、

東北圏モデルを確立して

いく

地域づくりコンソーシアムは、

参画主体の専門性・多様性、

地域との密着性及び民間

主体による経営手法等を有

する複合的な仕組みである。

将来的に、東北圏域全体を

活動対象エリアと想定して

いることから、全国に先

駆けた新しい地域づく

り支援システムとして、

東北圏モデルを確立して

いく

地域づくりの課題
■中山間地域・豪雪地帯等
・過疎化に伴うコミュニティ機能の喪失・集落
維持の危機
・降雪・積雪などの厳しい気象条件

■都市部
・市街地の低密度なスプロール化
・新興住宅のオールドタウン化

■地域づくり
・地域コミュニティの担い手の減少
・行財政規模の縮小による公共サービス水準の低下地域づくりの

行き詰まり

今後の地域づくりには
多様なノウハウが
必要になってくる

地域づくりが行き詰まり、
地域再生・自立のプロセスが

描けない状況が発生

地域づくりコンソーシアムの構築

地域づくり支援システムの構築
◆東北圏地域づくりコンソーシアム推進協議会によ
り、コミュニティ支援のための政策・戦略研究、人
材育成支援及び事例検証に基づく地域づくり支援
システムの構築を推進

◆多様な主体の連携により、住民主体の地域コミュ
ニティ維持・振興・再生に向けた「話し合いの場」の
創出や過疎中山間地域コミュニティ再生などの支
援を推進

◆学術研究機関、ＮＰＯ、経済団体及び行政等の連

携により設立された「東北圏地域づくりコンソーシア

ム推進協議会」による地域づくりコンソーシアムの構

築を推進

東北７県

東北圏の
市町村

住民自治組織：地縁組織・市民活動団体（ＮＰＯ等）、個人（ボランティア等）

地域づくり協働体

住民自治組織：地縁組織・市民活動団体（ＮＰＯ等）、個人（ボランティア等）

東北圏のNPO等団体

中間的な支援組織

・中間的な支援組織：
地域の身近に存在す
るまちづくりＮＰＯ等

・地域づくりの情報交換
・相談、助言の窓口

地域づくりファンド

地域づくりコンソーシアム

東北圏の大学・研究機関

東北圏の

企業・金融機関・経済団体

東北圏のNPO等団体

基礎自治体
地域づくり協議会

○○地区
まちづくり委員会

国

東北７県

東北圏の
市町村

住民自治組織住民自治組織
住民自治組織

多様な主体の役割

◆大学等の学術研究機関の役割

・地域づくりに係る母体組織を立ち上げ、

県境を越えた連携を図るなど、地域

づくりコンソーシアムの創出を推進

・高度な専門知識の活用による支援

・社会的関心を高めるためのメディア戦略

◆ＮＰＯの役割

・ＮＰＯが保有す

る人材や専門

技術の活用に

より、地域づく

りを支援

◆企業や経済団体等

の参加

・コミュニティ支援にお

ける企業、経済団体

等の参加に向けた

体制を整備

◆行政の役割

・地域づくりコンソーシアムへの参画

・地域と地域づくりコンソーシアムを結びつ

ける仲介機能を強化

・地域づくりコンソーシアムの体制づくりに

係る財政的な支援体制の整備を検討

２３
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